


2

■経営の基本理念
①私達は、お客さまへの感謝と共感を胸に将来像の創造と提案をします。
②私達は、金融サービスの向上に努め地域社会へ貢献をします。
③私達は、変化に対応すべく自己研鑽に努め強い職員を目指します。
■経営方針
①地域経済への貢献
・事業所取引の拡大と育成は当組合の設立理念であります。地域経済発展のため、成
長、発展に資する資金やキャッシュフロー改善等を目的に安定的に資金を供給し、その
育成に取り組みます。
・事業承継問題に正面から取り組み、後継者不足で貸出金を有する事業所に対し、問題
点を共有し、課題解決を図ります。
・健全な生活に資するローン商品を推進することで、地域の消費活動を支え、地域経済
の発展に寄与してまいります。
・多重債務等、苦境に直面するお客さまに対し、課題解決に向けた資金供給と家計健全
化に向けた提案と実行を通じ、安定した豊かな地域社会の構築を推進します。
・新型コロナウイルス感染症拡大により多くの事業者の皆様が影響を受けており、今な
お収束が見通せない状況にあります。本格的な回復までに相当の時間を要すと想定さ
れることから、再建に向けた最大限の助力を行ってまいります。
・販路拡大、受注確保、動産不動産売買、人材紹介等、事業者の皆様の多種多様なニー
ズを集約し、お客さま同士の橋渡しをするビジネスマッチングを通じ、課題解決に向け
たサポートを行ってまいります。
②収益力の強化   
・定例訪問により信頼関係を構築し、情報収集の蓄積を図るとともに相談業務を中心と
した営業活動とメイン化の推進によって、金利に左右されない取引関係を作り上げ、金
利競争からの脱却を図る。
・貸出金利息額の確保の為、貸出金利回りを重視した営業推進態勢を構築する。
・余資運用では、安定したコア業務純益確保の視点から資金の効率的運用を十分検討する。 
③人材育成と環境整備
・渉外、窓口担当者の能力向上のため各部で、継続的な内部研修を実施する。また、各種
検定試験を積極的に受験し、金融知識の習得に努める。
・役職員が高いモチベーションを維持できる活き活きとした職場環境を作る。
・ビジネスモデルについて全職員が認識を深めるため、委員会や会議を通し、自ら問題点
を抽出し解決策を実施することで、当組合独自の方針や営業推進方法の確立を図る。

三條信用組合
理事長／佐藤　一正

ごあいさつ
　皆様には、日頃より格別なお引き立てを賜り、心か
ら御礼申し上げます。
皆様から、当三條信用組合へのご理解を尚一層深め
て頂くために、「令和3年度ディスクロージャー誌」を
作成しましたので、ご高覧賜れば幸いに存じます。
　三條信用組合は、お客さまと一緒に成長し、豊か
で安心な地域社会を創造することが使命です。その
目的のために三條信用組合の経営基本理念である
「お客さまへの感謝と共感を胸に将来像の創造と提
案をすること」・「金融サービスの向上に努め地域社会へ貢献をすること」・「職
員は変化に対応すべく自己研鑽に努めること」を徹底します。そして、これから
も地域の皆様に本当にお役に立てる金融機関を目指して、お客さまへの金融円
滑化に積極的に取り組み、金融相談業務の強化に努めてまいります。
　今後とも、尚一層のご支援、ご愛顧賜りますよう心からお願い申し上げます。

事業方針
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三条市公民館において創立総会を開催。
代表理事に川崎重吉を選任。
設立登記。名称　三條信用協同組合。
事務所　三条市大字一ノ木戸２１３２番地１。
業務開始。組合員４７４名。出資金３，１０１千円。
地区、三条市一円。職員５名。
名称変更　三條信用組合。
本店事務所移転　三条市大字一ノ木戸１６７２番地。
新潟県収納代理金融機関の指定、業務開始。 
下田支店開設　南蒲原郡下田村大字荻堀１２６３番地１。
興野支店開設　三条市大字田島１７３番地４。 
栄支店開設　南蒲原郡栄村大字東光寺３６７９番地。
南支店開設　三条市大字四日町１１１３番地。 
北支店開設　三条市大字東裏館２２７４番地５。
今町支店開設　見附市今町５丁目３４番８号。 
本店事務所移転　旧興野支店を改装し本部機能を移転。
中央支店（旧本店）開設　三条市旭町１丁目１番６号。
第三次オンライン開始（信組情報サービス）。
創立５０周年記念式典挙行（ＶＩＰ三条）。
新潟県内１１信組による「包括的連携協力に関する協定」締結。
当組合、協栄信用組合、新潟大栄信用組合による「しん
くみ事業承継支援協議会」の設置及び「燕三条地区事
業承継支援ネットワーク」の発足。
第一勧業信用組合との取引先販路拡大、ビジネスマッ
チングを目的とした連携協定の締結。
下田商工会との事業支援、事業承継を目的とした業務
連携協定の締結。
中央支店窓口営業時間の変更（11時30分から12時
30分まで閉店）。
三条市と地域社会の持続的な発展など、地域活性化
を目的とした包括連携協定の締結。
はばたき信用組合と合併基本協定書締結。
はばたき信用組合と合併契約書締結。

区　　　　分
個 人
法 人
合 計

11,947
707
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11,887
708

12,595

令和2年度末 令和3年度末

組合員の推移 （単位：人）

令和3年度　経営環境 · 事業概況
　我が国経済は、長引く新型コロナウイルス感染症の下で厳しい状況が続き、経済
や金融資本市場の変動等の影響が懸念されております。
　中小・小規模事業者の業況は、半導体不足や部品供給制約による生産活動への影
響、原材料費や原油価格を含む資源価格の上昇、外食・観光関連のサービス業等で
は厳しい経営環境が継続しております。
　こうした状況の下、コロナ禍で加速したデジタル化の流れから、働き方改革の進展
や人口移動の変化等、社会の変化の兆しが現れており、地方に新たなビジネスチャン
スが生まれることで地域の産業の活性化が期待されております。
　今年度の業績におきましては、預金積金はコロナ関連貸出金の預金口座滞留等に
より、期中平残・期末残高ともに増加しました。また、貸出金においてはコロナ関連融
資等の事業性資金一巡の反動から伸び悩み、消費者ローンに注力いたしましたが期
中平残・期末残高ともに減少となりました。損益面では、貸出金利回り、余資運用利回
りはともに低下し、収益力の回復について課題は残るものの、今期も利益金を計上す
ることができました。これもひとえに、組合員の皆様の暖かいご支援ご協力の賜物と
深く感謝いたしております。
　今年度の預金積金期末残高は４９７億６千６百万円、前期比０．５３％、２億６千３百万
円の増加、貸出金期末残高は２０４億９千８百万円、前期比マイナス１．３９％、２億８千９
百万円の減少となりました。期中平均残高は、預金積金５０８億２千９百万円、前期比２．
８５％、１４億６百万円の増加、貸出金２０７億７千４百万円、前期比マイナス０．１９％、３千
９百万円の減少となりました。貸出金利回りは１．９８％でマイナス０．０５１％、預金利回
りは０．００７％でマイナス０．００３％となりました。損益では、経常収益６億３千４百万円、
経常費用６億１百万円で経常利益は３千３百万円となり、税引前当期純利益３千３百万
円、当期純利益１千３百万円を計上となりました。
　次に、はばたき信用組合との合併についてご報告申し上げます。
　両組合を取巻く経営環境は、一昨年以来の新型コロナウイルス禍に加え、昨今の
国際情勢の変化に伴うエネルギー価格の急上昇や米国における金融政策の転換、さ
らに、少子高齢化と人口減少が着実に進行するなか、将来的な市場規模の縮小が危
惧されるなど、先行き不透明な状況にある中で、隣接する営業地区を有する両組合
が合併し、これまでそれぞれの信用組合が培ってきたノウハウや強みを活かし、地域
への円滑な資金供給と質の高いサービス向上に一層貢献していく事が最善の方策
であるとの認識で一致し、去る令和４年４月２１日付において「合併基本協定書」を締
結、また、令和４年６月７日付にて「合併契約書」を締結いたしました。今後、令和５年１１
月の合併を目途に協議を重ね、さらに皆様方に信頼されご期待にそえる信用組合を
目指し、役職員一同一丸となって努力して参る所存でございます。
　令和４年度も、三條信用組合は、営業地域の経済を下支えしていく事を使命と捉
え、皆様のご期待に応えるべく役職員一同邁進していく所存であります。何卒、従来
に増してご支援とご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

事業の組織
総代会

監事会
理事会

理事長

専務理事

常務理事

総務部

本 店 下田支店 中央支店 栄支店 南支店 北支店 今町支店

営  業  店
業務部 審査管理部

監査室

コンプライアンス統括

常務会

ALM委員会
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総代会について

役員一覧（理事及び監事の氏名・役職名） （令和4年7月現在） 会計監査人の氏名又は名称 （令和4年7月現在）

理 事 長 ／佐藤　一正
常務理事／速水　　誠
理　　事／瀧澤　藤雄
員外監事／大方　　一

専務理事／髙橋　孝利
理　　事／宮嶋　徳義
常勤監事／五十嵐秀明

常務理事／西川　　仁
理　　事／川﨑富士雄
監　　事／山本　経記(※)

(※)

注）当組合は、職員出身者以外の理事2名(※印)の経営参画により、ガバナンスの向上や組合員の
　 意見の多面的な反映に努めております。

会計監査人  熊木公認会計士事務所 　　　公認会計士 　熊木　高志
　　　　　  伊藤伸介公認会計士事務所　公認会計士　伊藤　伸介

■総代会の仕組みと役割
　　総代会とは、株式会社における株主総会と同様に、信用組合の最高意思決
　定機関です。根本の規則（定款）の変更や、毎年の予算・決算について組合員
　の意思を問い、経営の方向を決めます。
　　当組合では、総代会に限定することなく、組合員（利用者）アンケート調査
　実施など、日常の営業活動を通じて、総代や組合員とのコミュニケーションを
　大切にし、さまざまな経営改善に取り組んでいます。

■総代の選出方法、任期、定数 等
　　組合員が多くなると総会を開くことが事実上難しくなることから、組合員
　の中から選挙で総代を選び、最高意思決定機関である総代会を構成してい
　ます。当組合も各選挙区（店舗）毎に総代人数を定め、総代選挙規定に則り
　１１０名の総代が選任（任期３年）されております。
　　営業地区を７選挙区に区分し、総代の定数１１０名を各選挙区の組合員数に
　応じて按分し、選挙区毎に理事会で定数を定めています。各選挙区の定数に
　基づき、総代選挙規定に則り総代の任期である３年毎に選挙により選出され
　ます。        

■総代会の決議事項等の諸事概要
　　総代会の議決または承認を必要とする事項には「普通議決事項」と「特別
　議決事項」があり、主な議決事項は次のとおりです。
　　普通議決事項 … 計算書類の承認、毎事業年度の収支予算及び事業計画の
　　　　　　　　　　設定又は変更、役員（理事・監事）の報酬、理事・監事の選任
　　　　　　　　　　及び解任、議長の選任、事業の一部の譲渡または事業の全
　　　　　　　　　　部もしくは一部の譲受、会計監査人の選任及び解任
　　特別議決事項 … 定款の変更、組合の解散、組合の合併、事業の全部の譲
　　　　　　　　　　渡、組合員の除名
■第70期定時総代会の報告
　　令和4年６月23日に開催された第70回通常総代会は、総代110名のうち
　108名（うち本人55名）の出席により、次の議案を審議し、第１号議案から第8
　号議案までのすべてが承認可決されました。
　決議事項
   第１号議案 … 令和３年度剰余金処分案承認の件
   第２号議案 …令和４年度事業計画及び収支予算案承認の件
   第３号議案 …令和４年度理事報酬総額決定の件
   第４号議案 …令和４年度監事報酬総額決定の件
   第５号議案 …役員退任に対する退職慰労金贈呈の件
   第6号議案 …合併契約書締結承認の件
   第7号議案 …定款一部変更の件
   第8号議案 …役員任期満了により改選の件■総代の選挙区 ・ 定数 ・ 総代数 ・ 総代氏名

（注）１．氏名の後に就任回数を記載しております。　　２．就任回数が１０回を超えている場合は◎で示しております。

（令和4年7月現在）

岩月　正行
大方    守
木宮    隆
川崎　重雄
髙橋 恵久雄
橋﨑    裕
古澤　幸朗
瀧澤　藤雄
田巻    理
水野　一郎
新飯田 英世
小林　一也
早川　精一
石田　大介
川﨑 富士雄
笛木　幸雄
小林　博信
名古屋 孝徳
中村    敏
有本    哲
神田　敬宏
古寺 健太郎
弥久保 博文

◎
◎
◎
9
7
7
7
6
6
6
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1

本店選挙区
定　数23名
総代数23名

下田支店選挙区
定　数22名
総代数22名

中央支店選挙区
定　数11名
総代数10名

栄支店選挙区
定　数15名
総代数14名

南支店選挙区
定　数19名
総代数19名

北支店選挙区
定　数13名
総代数13名

今町支店選挙区
定　数 7 名
総代数 7 名

淡路　新二
吉川　吉彦
小島　吉秀
鳶田　眞六
藤田　一夫
阿久津 一雄
金子　吉夫
桐生　正輝
武石　和義
吉田　英達
石月　謙二
小柳　大輔
刈屋　明雄
刈屋    哲
刈屋    康
神田    衛
八子　敏明
渡辺　定一
西川    亙
清水　一弥
鈴木　泰行
徳橋　宏誌

◎
◎
◎
◎
◎
9
8
8
6
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1

阿部　誠一
坂井　 力
渡辺 亀久雄
鶴巻　四郎
稲田　清数
大野　新吉
野水　博己
三上　行雄
馬塲　俊二
齋藤　松信

◎
◎
◎
8
7
6
6
5
2
2

木菱　晃栄
梅田　一則
斎藤　貞吾
小出　辰一
西巻　昭修
山口    修
金子　利弘
小村　弘行
石田    靖
中村　勝己
小林　宅則
岡村　一則
原田　栄子
土田　俊平

◎
7
7
5
5
5
4
3
2
2
2
2
2
1

神子島 且正
小林 敬八郎
須佐　義市
五十嵐 孫六
勝見　悦行
佐藤　昇作
山本　経記
吉田 亀一郎
飯塚　重美
渡辺　義明
石月　良典
長谷川   大
小林　敏男
田中　範之
星野　里美
長谷川 健治
佐藤　貴行
鈴木　健夫
小林　鉄雄

◎
9
9
8
7
7
6
6
5
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1

髙橋　清一
外山　義男
内山　峰男
牛膓　昌弘
栃木　 茂
大久保 秀男
佐藤    栄
内山　立哉
川俣　国明
小林 與司隆
坂井　清一
小出　祐一
内山　哲男

◎
◎
9
9
9
7
5
2
2
2
1
1
1

佐藤　誠助
髙橋　晴夫
清水　久男
久保 島多朗
星　　保志
桜井　 治
田中 由起子

9
9
7
6
6
3
2

■総代の属性別構成比（令和4年7月現在）
年代別

職業別

50代／
17.59%

60代／
25.00%

70代／
37.96%

80代以上／
12.96% 40代／5.56%

20代／0.93%

法人役員／73.15％

個人／6.48％会社員／
0.93％

個人事業主／
19.44％

■組合員の意見を反映させる取組状況に関する事項

　令和３年度は、令和４年３月期決算概要と、はばたき信用組合
と令和４年４月２１日付で締結した合併基本協定書等に関連し、こ
れまでの経緯並びに合併趣意書、合併の基本事項についてご説
明させて頂きました。

◎店舗別総代懇談会の開催 ◆総代からの主な意見・要望一例 
本店及び下田支店

栄支店及び南支店

中央支店及び北支店

今町支店

・合併後にお客さまに不都合・ご迷惑が生じてくるのではないか。
・人口、事業所共に減少している中、地元事業所は頼りになる金
  融機関として信組を求めているので、引き続き尽力して欲しい。

・店舗の統廃合の有無、これまで通りの金融サービスは維持で
  きるのか。
・後援団体の活動も合併して行うことになるのか。

・互いに生き残らなければならないので、今後も情報を取りながら
  是非頑張ってもらいたい。

店　舗 開催日 出席者
総代 信用組合役職員

本 店
下 田 支 店
栄 支 店
南 支 店
今 町 支 店
中央支店・北支店

令和4年５月23日
令和4年５月24日
令和4年５月25日
令和4年5月26日
令和4年5月27日
令和4年5月30日

11 名
15 名
11 名
15 名
 3 名
19 名

 6 名
 6 名
 6 名
 6 名
 3 名
 6 名

・組織が大きくなっても、今まで通り小回りがきいて、決断が早
  かった三條信組の良い面は残してほしい。
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貸借対照表
科　　　目
（資産の部） 令和2年度 令和3年度

金　　　額

（単位：千円）

経理 · 経営内容

現 金
預 け 金
有 価 証 券
　国　　　　　債
　地　　方　　債
　社　　　　　債
　株　　　　　式
　その 他 の 証 券
貸 出 金
　割 引 手 形
　手 形 貸 付
　証 書 貸 付
　当 座 貸 越
そ の 他 資 産
　未 決 済 為 替 貸
　全信組連出資金
　未 収 収 益
　その 他 の 資 産
有 形 固 定 資 産
　建　　　　　物
　土　　　　　地
　リ ー ス 資 産
　その他の有形固定資産
無 形 固 定 資 産
　ソ フト ウ ェ ア
　その他の無形固定資産
繰 延 税 金 資 産
債 務 保 証 見 返
貸 倒 引 当 金
　（うち個別貸倒引当金）

資 産 の 部 合 計

528,571
17,396,443
12,780,552

514,520
1,556,213
7,168,940
65,780

3,475,098
20,787,768

282,782
398,323

19,140,509
966,153
296,303
3,468

161,600
81,090
50,144

508,923
70,562
396,500
12,006
29,855
6,750

0
6,750

-
341

△ 213,704
（△ 187,404）

52,091,950

454,161
18,937,924
11,822,161

405,200
1,393,151
6,025,130
65,780

3,932,899
20,498,107

258,408
435,277

18,952,437
851,983
273,089
4,952

161,600
82,295
24,242

497,909
73,941
396,500
8,940
18,528
6,750

0
6,750

24,193
287

△ 237,774
（△ 223,888）

52,276,812

科　　　目
（負債の部）

（純資産の部）

令和2年度 令和3年度
金　　　額

預 金 積 金
　当 座 預 金
　普 通 預 金
　貯 蓄 預 金
　通 知 預 金
　定 期 預 金
　定 期 積 金
　その他の預金
借 用 金
　借　　入　　金
　当 座 借 越
そ の 他 負 債
　未決済為替借
　未 払 費 用
　給付補填備金
　未払法人税等
　前 受 収 益
　払 戻 未 済 金
　リ ー ス 債 務
　その他の負債
賞 与 引 当 金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
睡眠預金払戻損失引当金
偶発損失引当金
繰 延 税 金 負 債
債 務 保 証
負 債 の 部 合 計
　
出 資 金
　普 通 出 資 金
利 益 剰 余 金
　利 益 準 備 金
　その他利益剰余金
　特 別 積 立 金
　（建物圧縮積立金）

　当期未処分剰余金
組合員勘定合計
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

49,503,165
458,959

21,636,609
19,179

-
24,981,233
2,264,936
142,247
800,000

-
800,000
54,631
8,776
21,224
534
1,800
6,214
305

12,006
3,769

13,073
71,625
15,831

-
2,062
8,590
341

50,469,322

712,446
712,446
799,749
447,000
352,749
168,543
(1,543)
184,205

1,512,195
110,432
110,432

1,622,627
52,091,950

49,766,905
544,095

22,374,076
20,035
2,484

24,567,686
2,120,370
138,155
800,000

-
800,000
53,943
6,142
11,847
468

15,168
7,340
240
8,940
3,795

12,919
72,752
19,021

-
11,228

-
287

50,737,058

712,441
712,441
798,525
455,000
343,525
168,457
(1,457)
175,068

1,510,966
28,786
28,786

1,539,753
52,276,812

　  （1）制度全体の積立状況に関する事項（令和2年3月31日現在）
           年金資産の額　　　　　　　　     　　　 238，577百万円
           年金財政計算上の給付債務の額　　　      229，590百万円
           差引額　　　　　　　　　　　　　     　　  8，987百万円
　  （2）制度全体に占める当組合の掛金拠出割合（令和2年4月分～令和3年3月分）　  0.295％
　　（3）補足説明
　　　　上記（１）の数値について、令和３年３月１日付で確定給付企業年金基金に移行したため、法令に
　　　基づき厚生年金基金の令和２年度決算（令和３年３月３１日現在）は行っておりません。今回記載し
　　　ている年金資産額等の諸数値は、令和元年度決算値を基に令和２年１２月に厚生労働大臣宛てに
　　　確定給付企業年金制度への許可申請を行ったものを使用しております。
　　　　上記（１）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高１５，７６６百万円及び
　　　別途積立金２４，７５３百万円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間１２年
　　　の元利均等償却であり、当組合は当期の計算書類上、特別掛金４百万円を費用処理しております。
　　　　なお、特別掛金の額はあらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乗じることで
　　　算定されるため、上記（２）の割合は当組合の実際の負担割合とは一致いたしません。
９．役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給
　  見込額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
10．偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支出に備えるため、将来の負担金支出見込額を計上し
　  ております。
11．会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る
　　計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
　　　貸倒引当金　　　２３７百万円
　　　貸倒引当金の算出方法は、重要な会計指針として６．に記載しております。主要な仮定は、「債務者区
　　分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。「債務者区分の判定における貸出先の将来
　　の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。
　　　なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に
　　係る計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
　　　また、新型コロナウィルス感染症の収束には相応の期間を要するため、営業基盤地域の経済活動に一
　　定の影響を与えると仮定しております。今後の新型コロナウイルス感染症の状況やその経済への影響
　　が変化した場合には、貸出先の債務者区分の変更や予想損失率の上昇などにより引当額が増加し、計
　　算書類に影響を与える可能性があります。

１．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。なお、以下の注記については、表示単位未満を切  
　  り捨てて表示しております。
２．有価証券の評価は、その他有価証券については原則として時価法(売却原価は主として移動平均法により
　  算定）により行っております。ただし、市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により
　  行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
３．有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物
　  （建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備及び構築物については定
　  額法）を採用しております。
　　　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　  　建  物    7年 ～ 40年　　その他    4年 ～ 20年
４．無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は定額法を採用しております。なお、自組合利用のソフト
　  ウェアについては、組合内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。
５．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産の減価償却は、リース期間
　  を耐用年数とした定額法を採用しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取
　  決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
６．貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。日本公認会計士協会 
　  銀行等監査特別委員会報告第４号「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当
　  金の監査に関する実務指針」（令和２年１０月８日）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当す
　  る債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒
　  実績率等に基づき計上しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処
　  分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しており
　  ます。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額
　  及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。  
　  全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を
　  実施しており、その査定結果により上記の引当を行っております。
７．賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年
　  度に帰属する額を計上しております。
８．退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、企業会計基準適用指針第２５条「退職給付に関する
　  会計基準の適用指針（平成２７年３月２６日）に定める簡便法（退職給付に係る期末自己都合要支給額
　  を退職給付債務とする方法）により、当事業年度末における必要額を計上しております。
　　 当組合は、複数事業主（信用組合等）により設立された企業年金制度（総合設立型企業年金基金）に加
　  入しており、当組合の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該企業
　  年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しております。
　　 なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当組合の割合並びに
　  これらに関する補足説明は次のとおりであります。

貸借対照表の注記事項

次ページへ



5

　　（*1）非上場株式及び全信組連出資金については企業会計基準適用指針第１９号「金融商品の時価等
　　        の開示に関する適用指針」（令和２年３月３１日）第５項に基づき 、時価開示の対象とはしており
　　        ません。
　　（注3）金銭債権の償還予定額

　　（*）貸出金のうち、破綻先に対する債権等、償還予定額が見込めないもの、期間の定めが ないものは含
　　　　めておりません。
　　（注4）借用金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

　　
　　（*1）預金積金のうち、要求払預金は「１年以内」に含めております。
　　（*2） 借用金のうち、当座借越は「１年以内」に含めております。
16．有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであります。
　　（1）売買目的有価証券に区分した有価証券はありません。
　　（2）満期保有目的に区分した債券はありません。
　　（3）子会社・子法人等株式及び関連法人等株式はありません。
　　（4）その他有価証券
　　【貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの】

　　

　　【貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの】

　　 

　　 （注）貸借対照表計上額は、当該事業年度における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。

17．当期中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。
         　  売 却 価 額          売 却 益       売 却 損    
         　  998百万円     　34百万円     －百万円
18．保有目的を変更した有価証券はありません。 
19．その他有価証券のうち満期があるもの期間毎の償還予定額は次のとおりであります。

20．協同組合による金融事業に関する法律及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債
権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支
払の全部又は一部について保証しているものであって当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法
第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務
保証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価
証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。 
 　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額　　　４９６百万円 
 　危険債権額　　　　　　　　　　　　　　１，１３１百万円 
 　三月以上延滞債権額　　　　　　　　　　　　　  －百万円 
 　貸出条件緩和債権額　　　　　　　　　　　　  ７４百万円 
 　合計額　　　　　　　　　　　　　　　　１，７０３百万円 
　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申し立て等の
事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 
　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に
従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ず
る債権に該当しないものであります。 
　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破
産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 
　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の支払猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻更生債権及びこ
れらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。 
　なお、債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 
21．手形割引により取得した商業手形の額面金額は、２５８百万円であります。  
22．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客から融資実行の申し出を受けた場合
に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約で
あります。これらの契約に係る融資未実行残高は２，５９８百万円であります。このうち原契約期間が１年以
内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが２，５９８百万円あります。
　なお、これらの契約の多くは融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ず
しも当組合の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには金融情
勢の変化、債権の保全、その他相当の事由があるときは、当組合が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契
約極度額の減額をすることができる旨の条件が付けられております。
　また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に顧客の
業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
23．有形固定資産の減価償却累計額        ６８９百万円  
24．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額　　２６百万円  
25．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。

26．担保に提供している資産は、次のとおりであります。  
　　  担保提供している資産   預け金  　　３，９００百万円 
　　　　　　（うち、為替決済保証金として ２，１００百万円を担保提供。） 
 　　　　　　有価証券　　　  ２００百万円　 
　　  担保資産に対応する債務は、次のとおりであります。 
 　　　　　    借用金　　　　  ８００百万円　 
27．出資１口当たりの純資産額は１，０８０円６１銭です。  

貸借対照表の注記　前ページより

12．会計方針の変更
 　（１）企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」（令和２年３月31日）（以下、「収益認識会計基
　　準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
　　で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
　　　これによる計算書類に与える影響はありません。
 　（２）「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年７月４日。以下、 「時価算定基　
　　準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び企業会計基準第10号
　　「金融商品に関する会計基準」（令和元年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
　　算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。
　　　これによる計算書類に与える影響はありません。
13.表示方法の変更 
　　協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正（令和２年１月２４日内閣 府令第３号）が
　　令和４年３月３１日から施行されたことに伴い、協同組合による金融事業に関する法律の「リスク管理
　　債権」の区分等を、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく開示債権の区分等に合わ
　　せて表示しております。
14．金融商品の状況に関する事項 
 (1) 金融商品に対する取組方針 
　　当組合は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務を行っております。
　　このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理（ALM）をしており
　　ます。
　　　なお、デリバティブ取引は行っておりません。
 (2) 金融商品の内容及びそのリスク 
　　当組合が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。
　　また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、純投資目的及び事業推進目的で保有しております。
　　これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。
　　一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。
　　また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されておりますが、預金全体に占める割合が僅
　　かであるため、該当リスク回避手段は取っておりません。
 (3) 金融商品に係るリスク管理体制   
　　① 信用リスクの管理  
　　　当組合は、融資規程及び信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案件ごとの与
　　　信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体
　　　制を整備し運営しております。  
　　　　これらの与信管理は、各営業店のほか審査管理部により行われ、また、定期的に経営陣による常務
　　　会や理事会を開催し、審議・報告を行っております。  
　　　　さらに、与信管理の状況については、監査室がチェックしております。  
　　　　有価証券の発行体の信用リスクに関しては、総務部において、信用情報や時価の把握を定期的に
　　　行うことで管理しております。  
　　② 市場リスクの管理  
　　(ⅰ) 金利リスクの管理  
　　　　当組合は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。  
　　　ALMに関する規則及び要領において、リスク管理方法や手続等の詳細を明記しており、常務会におい
　　　て決定されたALMに関する方針に基づき、理事会において実施状況の把握・確認、今後の対応等の協
　　　議を行っています。  
　　　日常的には総務部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャップ分析や金利
　　　感応度分析等によりモニタリングを行い、月次ベースで理事会に報告しております。  
　　(ⅱ) 為替リスクの管理  
　　　　当組合は、保有する外国証券のクーポン決定部分だけが為替リスクを抱えており、リスク量を月次     
　　　ベースで理事会に報告しております。  
　　(ⅲ) 価格変動リスクの管理  
　　　　有価証券を含む市場運用商品の保有については、常務会の方針に基づき、理事会の監督の下、有
　　　価証券運用規程に従い行われております。  
　　　　このうち、総務部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限度額の設定のほか、継
　　　続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図っております。  
　　　　総務部で保有している株式はすべて非上場で、事業推進目的で保有しているものであり、取引先の
　　　市場環境や財務状況などをモニタリングしています。  
　　　　これらの情報は総務部を通じ、理事会及び常務会において定期的に報告されております。
　　(ⅳ) 市場リスクに係る定量的情報  
　　　　当組合は、「預け金」、「有価証券」のうち債券、その他の証券、「貸出金」、「預金積金」、「借用金」の市
　　　場リスク量をＶａＲにより月次で計測し、取得したリスク量を管理しています。  
　　　　当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、保有期間３ヵ月、５年の観測期間で計測さ
　　　れるＶａＲを市場リスク量とし、令和４年３月３１日現在で当組合の市場リスク量（損失額の推計値）
　　　は、全体で３２９百万円です。  
　　　　ただし、ＶａＲは統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考
　　　えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。
　　③ 資金調達に係る流動性リスクの管理  
　　　　当組合は、ALMを通じて、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮し
　　　た長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しております。  
 (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明   
　　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価
　　額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
　　条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。  
　　　なお、金融商品のうち貸出金、預け金、預金積金については、簡便な計算により算出した時価に代わる
　　金額を開示しております。
15．金融商品の時価等に関する事項   
　　令和４年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。
　　なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。  
　　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。  

　　（*1） 貸出金、預け金、預金積金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代わる金額」を記載し
　　　　ております。   
　　（*2） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
　　（注1） 金融資産の時価等の算定方法     
　　金融資産     
　　（1）預け金
　　　  満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価として
　　　  おります。満期のある預け金については、市場金利で割り引くことで現在価値を算定し、当該現在価値
　　　  を時価とみなしております。
　　（2）有価証券    
　　　  債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託は取引所の
　　　  価格又は公表されている基準価額によっております。  
　　　 　なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項については、16．から19．に記載しております。
　　（3）貸出金
　　　  貸出金は、以下の①～②の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控
　　　  除する方法により算定し、その算出結果を簡便な方法により算出した時価に代わる金額として記載し
　　　  ております。    
　　① 6カ月以上延滞債権等、将来キャッシュ・フローの見積りが困難な債権については、その貸借対照表の
　　　   貸出金勘定に計上している額(貸倒引当金控除前の額)。
　　② ①以外は、貸出金の種類ごとにキャッシュ・フローを作成し、元利金の合計額を市場金利(OISレー
　　　   ト)で割り引いた価額を時価とみなしております。
　　金融負債
　　（1）預金積金    
　　　  要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額(帳簿簿価)を時価とみなしております。
　　　  定期預金の時価は、一定の金額帯および時間帯ごとに将来キャッシュ・フローを作成し、元利金の合
　　　  計額を一種類の市場金利(OISレート)で割り引いた価額を時価とみなしております。
　　（2）借用金
　　　  借用金のうち当座借越については帳簿価額を時価としています。
　　（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報
　　　　には含まれておりません。

（1） 預け金（*1）
（2） 有価証券
　　  その他有価証券
（3） 貸出金 （*1）
　　  貸倒引当金 （*2）

　　　　　　 金融資産計
（1） 預金積金 （*1）
（2） 借用金
　　　　　　 金融負債計

18,937
　

11,756
20,498
△ 237
20,260
50,954
49,766
800

50,566

18,969

11,756

21,418
52,144
49,768
800

50,568

31
　
-

1,158
1,189

1
-
1

貸借対照表
計上額 時価

（単位:百万円）

差額

非上場株式　(*1)
全信組連出資金　(*1)

区　　　分 貸借対照表計上額

合　　　計

65
161
227

（単位:百万円）

国　　　債
地　方　債
社　　　債
そ　の　他
小　　　計

貸借対照表
計　上　額
   405百万円
1,393
2,926
2,211
6,936

取得原価 差　　額

   400百万円
1,374
2,901
2,157
6,832

  5百万円
18
25
54
104

国　　　債
地　方　債
社　　　債
そ　の　他
合　　　計

1年以内

　 －百万円
　 －
100
200
300

1年超
5年以内

　400百万円
　300
2,000
2,200
4,900

  5年超
10年以内
 　 －百万円
 　 －
1,000
   500
1,500

10年超

　  －百万円
1,074
2,900
  　－
3,974

繰延税金資産
　　　貸倒引当金損金算入限度超過額　　　　　48百万円
　　　退職給付引当金損金算入限度超過額　　　20
　　　減価償却損金算入限度超過額　　　　　　10
　　　賞与引当金損金算入限度超過額　　　　　  3
　　　未払事業税　　　　　　　　　　　　　　  1
　　　一括償却資産損金算入限度超過額　　　　  ０
　　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　14
　　繰延税金資産小計　　　　　　　　　　　　98
　　評価性引当額　　　　　　　　　　　　△　62
　　繰延税金資産合計　　　　　　　　　　　　35
　　繰延税金負債
　　　その他有価証券評価差額金　　　　　　　11
　　　固定資産圧縮積立額　　　　　　　　　　　0
　　繰延税金負債合計　　　　　　　　　　　　11
　　繰延税金負債の純額　　　　　　　　　　　24百万円

社　　　債
そ　の　他
小　　　計

貸借対照表
計　上　額
3,098
1,720
4,819

取得原価 差　　額

合　　　計 11,756

3,123
1,761
4,884
11,716

△ 24
△ 40
△ 64
39

預け金
貸出金　(*)

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

合　　　計

18,237
4,072
22,310

500
7,724
8,224

－
5,432
5,432

200
3,265
3,465

（単位:百万円）

預金積金　(*1)
借用金　(*2)

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

合　　　計

48,097
800

48,897

1,602
－

1,602

6
－
6

60
－
60

（単位:百万円）
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科　　　目 令和2年度 令和3年度
715,029
603,062
422,800
24,020
151,102
5,139
37,076
19,459
17,616
71,946
66,410
5,536
2,943
422
-

2,521
667,575
3,371
4,564
209

△ 1,402
58,159
9,009
49,150
70,033
70,033

-
0

521,167
318,010
197,509
5,647
14,842
5,479
9,363

47,454
-

565
565

46,889
4,338
2,403
6,742
40,146
143,967

91
184,205

634,653
560,551
411,280
23,842
115,286
10,142
37,094
18,269
18,825
36,949
34,137
2,812
58
-
2
56

601,045
2,755
3,386
134

△ 765
54,067
7,929
46,137

36
-
-
36

509,246
310,225
193,313
5,708
34,940
25,610
9,330

33,607
-
0
0

33,607
22,148
△ 1,565
20,582
13,025
161,956

86
175,068

損益計算書 （単位：千円）

剰余金処分計算書 （単位：千円）

経理 · 経営内容

（注）１．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。なお、以下の注記については、表示単位
　　　  未満を切り捨てて表示しております。
       ２．出資１口当りの当期純利益 9円14銭

業務粗利益及び業務純益等 （単位：千円）

科　　　目 令和2年度 令和3年度
　  資金運用収益
　  資金調達費用
資 金 運 用 収 支
　  役務取引等収益
　  役務取引等費用
役務取引等収支
　  その他業務収益
　  その他業務費用
その他業務収支
業 務 粗 利 益
業 務 粗 利 益 率
業 務 純 益
実 質 業 務 純 益
コ ア 業 務 純 益
コア業務純益（投資信託解約損益を除く）

603,062
3,371

599,691
37,076
58,159

△ 21,083
71,946
70,033
1,913

580,521
1.12%
58,954
62,311
65,933
32,036

560,551
2,755

557,795
37,094
54,067

△ 16,972
36,949

36
36,913
577,736
1.10%
84,094
71,679
37,542
37,542

経費の内訳 （単位：千円）

項　　　目 令和2年度 令和3年度
人 件 費
　  報酬給料手当
　  退職給付費用
　  そ　　の　　他
物 件 費
　  事　　務　　費
　  固 定 資 産 費
　  事　　業　　費
　  人 事 厚 生 費
　  有形固定資産償却
　  無形固定資産償却
　  そ　　の　　他
税 金
経 費 合 計

315,053
243,704
37,014
34,333
197,509
118,954
31,689
8,842
5,755
17,639

-
14,628
5,647

518,210

310,225
249,830
19,377
41,017
193,313
116,344
30,048
7,909
3,764
20,643

-
14,610
5,708

509,246

役務取引の状況 （単位：千円）

科　　　目 令和2年度 令和3年度
役務取引等収益
　  受入為替手数料
　  その他の受入手数料
　  その他の役務取引等収益
役 務 取引等費用
　  支払為替手数料
　  その他の支払手数料
　  その他の役務取引等費用

37,076
19,459
17,605

11
58,159
9,009
2,852
46,298

37,094
18,269
18,808

16
54,067
7,929
520

45,617

受取利息及び支払利息の増減 （単位：千円）

項　　　目 令和2年度 令和3年度
受取利息の増減
支払利息の増減

58,619
△ 2,446

△ 42,511
△ 615

（注）１．業務粗利益率 ＝

　　2．業務純益＝業務収益－（業務費用-金銭の信託運用見合費用）
　　3．実質業務純益＝業務純益+一般貸倒引当金繰入額
　　4．コア業務純益＝実質業務純益－国債等債券損益

業務粗利益
×100

資金運用勘定計平均高

経 常 収 益
　資 金 運 用 収 益
　　貸 出 金 利 息
　　預 け 金 利 息
　　 有価証券利息配当金
　　 その他の受入利息
　役務取引等収益
　　 受入為替手数料
　　 その他の役務収益
　その他業務収益
　　 国債等債券売却益
　　 その他の業務収益
　その他経常収益
　　 株式等売却益
　　 償却債権取立益
　　 その他の経常収益
経 常 費 用
　資 金 調 達 費 用
　　預 金 利 息
　　 給付補填備金繰入額
　　 借 用 金 利 息
　役務取引等費用
　　 支払為替手数料
　　 その他の役務費用
　その他業務費用
　　 国債等債券売却損
　　 国債等債券償却
　　 その他の業務費用
　経　　　　　費
　　 人 件 費
　　 物 件 費
　　 税 　 　 金
　その他経常費用
　　 貸倒引当金繰入額
　　 その他の経常費用
経 常 利 益
特 別 利 益
特 別 損 失
　固定資産処分損
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法 人税等調整額
法 人 税 等 合 計
当 期 純 利 益
繰越金（当期首残高）
建物圧縮積立金取崩額
当期未処分剰余金

科　　　目 令和2年度 令和3年度
当期未処分剰余金
積 立 金 取 崩 額
剰 余 金 処 分 額
　利 益 準 備 金
　普通出資に対する配当金

繰越金（当期末残高）

175,068
-

17,242
3,000
14,242

157,826

184,205
-

22,248
8,000
14,248

161,956
（年２％の割合）（年２％の割合）
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自己資本の充実の状況 （単位：百万円）

経理 · 経営内容

コア資本に係る基礎項目　　（ １ ）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員勘定又は会員勘定の額
　　うち、出資金及び資本剰余金の額
　　うち、利益剰余金の額
　　うち、外部流出予定額（△）
　　うち、上記以外に該当するものの額
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
　　うち、一般貸倒引当金コア資本算入額
　　うち、適格引当金コア資本算入額
適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45％に相当する額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額  　（ イ ）
コア資本に係る調整項目　　（ ２ ）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額
      うち、のれんに係るものの額
      うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額
繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
前払年金費用の額
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額
信用協同組合連合会の対象普通出資等の額
特定項目に係る10％基準超過額
      うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
      うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
      うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額
特定項目に係る15％基準超過額
      うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
      うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
      うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額
コア資本に係る調整項目の額  　（ ロ ）
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ））  　　（ ハ ）
リスク・アセット等　　（ ３ ）
信用リスク・アセットの額の合計額
      資産（オン・バランス）項目
   うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
             　　      うち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ・
                       サービシング・ ライツに係るものを除く。）
 　        うち、繰延税金資産
　　　　　        うち、前払年金費用
　　　　　　     うち、他の金融機関等向けエクスポージャー
　　　　　        うち、上記以外に該当するものの額
   オフ・バランス等取引項目 
   CVAリスク相当額を８％で除して得た額 
   うち、上記以外に該当するものの額 
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８％で除して得た額
信用リスク・アセット調整額   
オペレーショナル・リスク相当額調整額
リスク・アセット等の額の合計額　（ ニ ）
自己資本比率
自己資本比率　（（ハ）／（ニ））   

1,497
712
799
14
-

26
26
-
-

-

-

1,524
　
4
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4

1,519

19,748
19,748

-

-

-
-
-
-
0
-
-

1,042
-
-

20,790

7.31％

1,496
712
798
14
-

14
14
-
-

-

-

1,510
　
4
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4

1,505

19,586
19,586

-

-

-
-
-
-
0
-
-

1,051
-
-

20,638

7.29％

令和2年度項　　　目 令和3年度

（注） 自己資本比率の算出方法を定めた「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する
　　資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第22号）」に係る算式に基づき算出しております。なお、当組合は国内基準を採用しております。
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主要な経営指標の推移 （単位：千円）

経理 · 経営内容

経 常 収 益

経 常 利 益

当 期 純 利 益

預 金 積 金 残 高

貸 出 金 残 高

有 価 証 券 残 高

総 資 産 額

純 資 産 額

自己資本比率（単体）

出 資 総 額

出 資 総 口 数

出資に対する配当金

職 員 数

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度区　      分
647,551

45,664

34,817

46,863,534

18,831,539

9,808,114

48,683,670

1,610,774

7.28

712,926

1,425,853

14,258

60

678,933

51,261

29,359

46,243,087

18,898,687

10,762,030

48,066,213

1,613,503

7.28

712,855

1,425,710

14,244

57

638,110

39,208

23,875

46,548,307

19,911,460

12,275,271

48,360,291

1,540,458

7.21

712,751

1,425,503

14,255

54

715,029

47,454

40,146

49,503,165

20,787,768

12,780,552

52,091,950

1,622,627

7.31

712,446

1,424,893

14,248

55

634,653

33,607

13,025

49,766,905

20,498,107

11,822,161

52,276,812

1,539,753

7.29

712,441

1,424,882

14,242

58

%

口

人

%

口

人

%

口

人

%

口

人

%

口

人

資金運用勘定、調達勘定の平均残高等

百万円
科　　　目 年度 平均残高 利　　息 利回り

資 金 運 用
勘 定
　　う　　　ち
　　貸 出 金
　　う　　　ち
　　預 け 金
　　う　　　ち
　　有 価 証 券
資 金 調 達
勘 定
　　う　　　ち
　　預 金 積 金
　　う　　　ち
　　譲渡性預金
　　う　　　ち
　　借 用 金

51,708
52,336
20,813
20,774
17,910
18,830
12,821
12,569
50,991
51,629
49,423
50,829

-
-

1,567
800

千円 ％603,062
560,551
422,800
411,280
24,020
23,842
151,102
115,286
3,371
2,755
4,773
3,520

-
-

△ 1,402
△ 765

2年度
3年度
2年度
3年度
2年度
3年度
2年度
3年度
2年度
3年度
2年度
3年度
2年度
3年度
2年度
3年度

1.16
1.07
2.03
1.97
0.13
0.12
1.17
0.91
0.00
0.00
0.00
0.00
-
-

△ 0.08
△ 0.09

区　　　分 令和2年度
総 資 産 経 常 利 益 率
総 資 産 当 期 純 利 益 率

0.09
0.07

0.06
0.02

令和3年度

（注）資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（令和2年度37百万円、令和3年度35百万円）を、
　　それぞれ控除して表示しております。

該当事項はございません

該当事項はございません

総資産利益率 （単位：%）

先物取引の時価情報 （単位：百万円）

オフバランス取引の状況 （単位：千円）

区　　　分 令和2年度
資 金 運 用 利 回（a）
資 金 調 達 原 価 率（b）
総 資 金 利 鞘（a-b）

1.16
1.02
0.14

1.07
0.98
0.09

令和3年度

総資金利鞘等 （単位：%）

（注）総資産経常（当期純）利益率 ＝
経常（当期純）利益

×100
総資産（債務保証見返を除く）平均残高

有価証券の時価等情報
該当事項はございません

売買目的有価証券
該当事項はございません

（注）1.残高計数は期末日現在のものです。
　　2.「自己資本比率（単体）」は、平成18年金融庁告示第22号により算出しております。

平成29 平成30 令和元 令和2 令和3 年度 平成29 平成30 令和元 令和2 令和3 年度 平成29 平成30 令和元 令和2 令和3 年度

3,100

3,300

3,500

3,700

3,900

4,100

4,300

4,500

4,700

（単位：千万円）

●預金積金残高の推移

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

（単位：千万円）

●貸出金残高の推移

0

2

4

6

8

10
%

※4%以上が基準です。

●自己資本比率の推移

4,686 4,624 4,654

4,950 4,976

7.28

2,100

5,100

4,900

1,8891,883
1,991

2,078 2,049

7.28 7.21 7.31 7.29
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経理 · 経営内容

金 銭 の 信 託

その他有価証券 （単位：百万円）

株 式
債 券
　 国 　 　 　 　 債
　 地 　 方 債
　  短 期 社 債
　 社 　 　 　 　 債
そ の 他
小 　 　 計
株 式
債 券
　 国 　 　 　 　 債
　 地 　 方 債
　  短 期 社 債
　 社 　 　 　 　 債
そ の 他
小 　 　 計

種　　類
令和2年度

貸借対照表
計上額

貸借対照表
計上額

貸借対照表計上
額が取得原価を
超えるもの

貸借対照表計上
額が取得原価を
超えないもの

取得原価 差　　額

令和3年度

取得原価 差　　額

-
6,831
514 
1,556

-
4,761 
2,824 
9,655 

-
2,407 

-
-
-

2,407
651
3,058

12,714

-
6,717
500
1,515

-
4,701
2,766
9,483

-
2,421

-
-
-

2,421
656
3,078

12,562

-
114 
14 
40 
-
59
57
172 
-

△ 14
-
-
-

△ 14
△ 5
△ 19
152

-
4,725
405
1,393

-
2,926  
2,211 
6,936 

-
3,098  

-
-
-

3,098 
1,720 
4,819 

11,756 

-
4,675 
400 
1,374 

-
2,901 
2,157 
6,832 

-
3,123 

-
-
-

3,123 
1,761 
4,884 

11,716 

-
49 
5 
18 
-
25
54
104
-

△ 24
-
-
-

△ 24
△ 40
△ 64
39

（注）1.時価は、当事業年度末における市場価格等に基づいております。
　　2.上記の「その他」は、外国証券及び投資信託等です。
　　3.時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は本表には含めておりません。

区　　　分 令和2年度末
１店舗当りの預金残高
１店舗当りの貸出金残高

7,071
2,969

7,109
2,928

令和3年度末

1店舗当りの預金及び貸出金残高 （単位：百万円）

区　　　分 令和2度末
職員1人当りの預金残高
職員1人当りの貸出金残高

811
340

777
320

令和3年度末

職員1人当りの預金及び貸出金残高 （単位：百万円）

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるもの
該当事項はございません

該当事項はございません

満期保有目的の金銭の信託

該当事項はございません

満期保有目的の債券 （単位：百万円）

令和2年度

合　　　計

子会社・子法人等株式
関連法人等株式
非上場株式
全信組連出資金

-
-
65
161
227

-
-
65
161
227

令和3年度
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額

市場価格のない株式等及び組合出資金 （単位：百万円）

項　　　目 令和2年度
外 国 為 替 売 買 益
商 品 有 価 証 券 売 買 益
国 債 等 債 券 売 却 益
国 債 等 債 券 償 還 益
金 融 派 生 商 品 収 益
そ の 他 の 業 務 収 益
その他 業 務 収 益 合 計

-
-
66
-
-
5
71

-
-
34
-
-
2
36

令和3年度

その他業務収益の内訳 （単位：百万円）運用目的の金銭の信託 （単位：百万円）

その他の金銭の信託

該当事項はございません

区　　　分 令和2年度

預 貸 率

預 証 率

41.99 
42.11 
25.81 
25.94  

41.18
40.87
23.75 
24.72

令和3年度

預貸率及び預証率 （単位：%）

（期 末）
（期中平均）
（期 末）
（期中平均）

（注）1.預貸率 ＝
貸出金

×100
預金積金＋譲渡性預金 2.預証率 ＝

有価証券
×100

預金積金＋譲渡性預金

（注）預金残高には譲渡性預金を含んでおります。

（注）1.貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づいております。　　2.上記の「その他」は、外国証券及び投資信託等です。
　　3.時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は本表には含めておりません。

（注）預金残高には譲渡性預金を含んでおります。

国 債
地 方 債
短 期 社 債
社 債
そ の 他
小 計
国 債
地 方 債
短 期 社 債
社 債
そ の 他
小 計

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

時価が
貸借対照表
計上額を
超えるもの

時価が
貸借対照表
計上額を
超えないもの

種　類

合　　　計

令和2年度
時 価貸借対照表

計上額 差 額 時 価貸借対照表
計上額 差 額
令和3年度

合　　　　　計

（注）1.非上場株式及び全信組連出資金については、企業会計基準適用指針第19号「金融商
　　　品の時価等の開示に関する適用指針」（令和２年３月３１日）第５項に基づき、時価開示の
　　　対象とはしておりません。
　　2.全信組連出資金については、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計
　　　基準の適用指針」（令和元年７月４日）第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりま
　　　せん。
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預金種目別平均残高 （単位：百万円、％）

貸出金種類別平均残高 （単位：百万円、％）

資金調達

種　　　目
令和2年度

金　　額 構成比 金　　額 構成比
令和3年度

流 動 性 預 金
定 期 性 預 金
譲 渡 性 預 金
そ の 他 の 預 金
合 計

預金者別預金残高 （単位：百万円、％）

区　　　分
個 人
法 人
　  一 般 法 人
　  金 融 機 関
 公 金
合 計

有価証券種類別残存期間別残高 （単位：百万円）

担保種類別貸出金残高及び債務保証見返額（単位：百万円、％）

区　　　分 金　額 構成比 債務保証見返額

当組合預金積金
  
有 価 証 券
  
動 産
  
不 動 産
  
そ の 他

小 計

信用保証協会・信用保険

保 証

信 用

合 計

令和2年度末
令和3年度末
令和2年度末
令和3年度末
令和2年度末
令和3年度末
令和2年度末
令和3年度末
令和2年度末
令和3年度末
令和2年度末
令和3年度末
令和2年度末
令和3年度末
令和2年度末
令和3年度末
令和2年度末
令和3年度末
令和2年度末
令和3年度末

318
288
-
-
-
-

8,725 
8,724

-
-

9,043 
9,012
4,094
3,895
4,204
3,786
3,444
3,803

20,787
20,498

1.5
1.4
-
-
-
-

42.0
42.6
-
-

43.5
44.0
19.7
19.0
20.2
18.5
16.6
18.6

100.0
100.0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

21,744
27,679

-
-

49,423

23,810
27,019

-
-

50,829

44.0
56.0
-
-

100.0

46.8
53.2
-
-

100.0

資金運用

科　　　目
令和2年度

金　　額 構成比 金　　額 構成比
令和3年度

割 引 手 形
手 形 貸 付
証 書 貸 付
当 座 貸 越
合 計

320
526

18,959
1,007

20,813 

265
435

19,185
888

20,774

1.6
2.5
91.1
4.8

100.0 

1.3 
2.1
92.3
4.3

100.0 

有価証券種類別平均残高 （単位：百万円、％）

区　　　分 令和2年度
金　　額 構成比 金　　額 構成比

令和3年度

国 債
地 方 債
社 債
株 式
外 国 証 券
そ の 他 の 証 券
合 計

500
1,531
6,676
99

3,027
985

12,821

493
1,492
6,717
65

2,950
849

12,569

3.9
11.9
52.1
0.8
23.6
7.7

100.0

3.9
11.9
53.4
0.5
23.5
6.8

100.0

定期預金種類別残高 （単位：百万円）

区　　　分 令和2年度末
固定金利定期預金
変動金利定期預金
その他の定期預金
合 計

24,708
0

272
24,981

令和3年度末
24,309

0
257

24,567

金　　額 構成比 金　　額 構成比
42,658
6,844
6,818

-
26

49,503

86.2
13.8
13.8
-

0.1
100.0

42,986
6,780
6,752

-
27

49,766

86.4
13.6
13.6
-

0.1
100.0

財形貯蓄残高 （単位：百万円）

項　　　目 令和2年度末 令和3年度末
財 形 貯 蓄 残 高 8 7

（注）当組合は、商品有価証券を保有しておりません。

（注）業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

貸出金業種別残高・構成比 （単位：百万円、％）

令和2年度末 令和3年度末

業　種　別 令和2年度
金　　額 構成比 金　　額 構成比

令和3年度

製 造 業
農 業 、 林 業
漁 業
鉱業、採石業、砂利採取業
建 設 業
電気、ガス、熱供給、水道業
情 報 通 信 業
運 輸 業、郵 便 業
卸 売 業、小 売 業
金 融 業、保 険 業
不 動 産 業
物 品 賃 貸 業
学術研究、専門･技術サービス業
宿 泊 業
飲 食 業
生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業
医 療 、 福 祉
その他のサービス
そ の 他 の 産 業
小 計
国・地方公共団体等
個人（住宅・消費・納税資金等）
合 計

2,683
73
-
-

2,169
-
3

293
1,484
21

1,139
-

440
314
682
137
0
50
605
336

10,434
2,322
8,031

20,787

12.9
0.4 
-
-

10.4 
-

0.0 
1.4 
7.1
0.1 
5.5 
-

2.1 
1.5
3.3 
0.7
0.0 
0.3 
2.9 
1.6 
50.2 
11.2 
38.6 

100.0 

2,596
66
-
-

1,889
-
2

235
1,488
20

1,320
-

434
281
677
135
-
47
558
2

9,757
2,814
7,926

20,498

12.7
0.3 
-
-

9.2
-

0.0 
1.2
7.3
0.1 
6.4
-

2.1 
1.4
3.3 
0.7
- 

0.2 
2.7 
0.0 
47.6 
13.7 
38.7 

100.0 

区　　　分 1年以内 1年超
5年以内

5年超
10年以内 10年超 期間の定めの

ないもの

国 債
  
地 方 債
  
社 債
  
株 式
  
外 国 証券

その他の証券

合 計

令和2年度末
令和3年度末
令和2年度末
令和3年度末
令和2年度末
令和3年度末
令和2年度末
令和3年度末
令和2年度末
令和3年度末
令和2年度末
令和3年度末
令和2年度末
令和3年度末

-
-
-
-

300
100
-
-
-

200
-
-

300
300

400
400
300
300
2,100
2,000

-
-

1,900
2,200

-
-

4,700
4,900

-
-

100
-

1,300 
1,000

-
-

1,100
500
-
-

2,500
1,500

100
-

1,115
1,074
3,400
2,900

-
-
-
-
-
-

4,615
3,974

-
-
-
-
-
-
65
65
-
-

399
998
464

1,064
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貸出金金利区分別残高 （単位：百万円）

協金法開示債権 (リスク管理債権）及び金融再生法開示債権の保全・引当状況 （単位：百万円、％）

資金運用
貸出金償却額 （単位：百万円）

貸出金使途別残高 （単位：百万円、％）

消費者ローン・住宅ローン残高 （単位：百万円、％）

区　　　分
令和2年度末

金　　額 構成比 金　　額 構成比
令和3年度末

消 費 者 ロ ー ン
住 宅 ロ ー ン
合 計

2,253
5,195
7,449

2,324
5,000
7,324

30.3
69.7

100.0

31.7
68.3

100.0

区　　　分 令和2年度末
固 定 金 利 貸 出
変 動 金 利 貸 出
合 計

10,940
9,847

20,787

令和3年度末
10,427
10,070
20,498

項　　　目 令和2年度
貸 出 金 償 却 額 -

令和3年度
-

区　　　分
令和2年度末

金　　額 構成比 金　　額 構成比
令和3年度末

運 転 資 金
設 備 資 金
合 計

12,171
8,616

20,787

12,132
8,365

20,498

58.6
41.4

100.0

59.2
40.8

100.0

貸倒引当金の内訳 （単位：百万円）

区　　　分 残高
（A）

担保・保証等
（B）

貸倒引当金
（C）

保全率
（B＋C）/（A）

引当率
（C）/（A－B）

破 産 更 生 債 権 及 び
こ れ ら に 準 ず る 債 権

危 険 債 権

要 管 理 債 権

小 計

正 常 債 権

合 計

不 良 債 権 比 率

三月以上延滞債権

貸出条件緩和債権

令和 2 年度
令和 3 年度
令和 2 年度
令和 3 年度
令和 2 年度
令和 3 年度
令和 2 年度
令和 3 年度
令和 2 年度
令和 3 年度
令和 2 年度
令和 3 年度
令和 2 年度
令和 3 年度
令和 2 年度
令和 3 年度
令和 2 年度
令和 3 年度

145
496
1,232
1,131
75
74
-
-
75
74

1,453
1,703
19,351
18,812
20,805
20,515
6.98
8.30

85
379
809
725
18
16
-
-
18
16
913
1,121

60
117
127
106
0
0
-
-
0
0

187
224

100.0
100.0
75.9
73.5
25.3
21.9
-
-

25.3
21.9
75.7
79.0

100.0
100.0
30.0
26.2
0.9
0.5
-
-

0.9
0.5
34.7
38.5

（注）1. ｢破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。
　　2． 「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権(１に掲げる
　　　 ものを除く。）です。
　　3． 「要管理債権」とは、「三月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金です。
　　4． 「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金（１及び２に掲げるものを除く。）です。 
　　5． 「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の支払猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金
　　　 （１、２及び４に掲げるものを除く。）です。
　　6． 「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権（１,２及び３に掲げるものを除く。）です。
　　7. 「担保・保証額（Ｂ）」は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。
　　8. 「貸倒引当金」には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しております。
　　9. 「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「正常債権」が対象となる債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保
　　　 証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項)によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保証
　　　 見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）です。
　 10. 金額は決算後（償却後）の計数です。

（注）当組合は、特定海外債権を保有しておりませんので「特定海外債権引当勘定」に係る引当は
　　行っておりません。

項　　　目 期首残高 当期増加額 当期減少額
目的使用 その他 期末残高

一般貸倒引当金

個別貸倒引当金

合 計

令和2年度
令和3年度
令和2年度
令和3年度
令和2年度
令和3年度

22
26
210
187
233
213

26
13
4
38
31
51

-
-
25
1
25
1

22
26
2
-

25
26

26
13
187
223
213
237
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経営内容
法令遵守の体制

　当組合は、法令等遵守を経営上の重要課題の一つであると位置付け、法令等遵守
基本方針の下、法令等遵守体制の構築、推進に取組んでいます。本部および営業店
にコンプライアンス責任者、コンプライアンス担当者を配置し、各職場の指導・啓蒙
に努めるとともに、コンプライアンスの遵守状況の把握、点検、改善に取組んでおり
ます。また、コンプライアンスの実施状況、達成状況を定期的に理事会に報告し、体制
の強化を図っております。
　コンプライアンス統括部署は、コンプライアンスの推進状況を一元的に掌握し、コ
ンプライアンスの推進を図り、全役職員に配布したコンプライアンス・マニュアル、プ
ログラムを会議・研修において参照することによって、コンプライアンスに対する理
解を深めております。
■法令等遵守基本方針
①当組合は、金融機関としての社会的責任と公共使命を十分認識し、健全な業務運
　営を通じて、お客さま及び社会からの信頼・信用を確保する。
②当組合は、法令等の遵守を通じて、社会的規範を逸脱することなく、誠実かつ公正
　に業務を遂行して、コンプライアンスの実践を図る。
③当組合は、その事業等の情報を適時かつ適切に開示して、広く社会とのコミュ
　ニケーションを図る。
④当組合は、従業員の人格、個性を尊重するとともに、安全且つ快適な環境を確保する。
⑤当組合は、社会の構成員であること及び地域社会の発展や公共の利益に深く関わ
　る業務に携わっていることを認識し、「良き企業市民」として、自主的かつ積極的に
　社会貢献活動及び環境問題に取組む。
⑥当組合は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対
　決する。

顧客保護管理体制
　当組合は、顧客保護等管理方針の下、法令等を遵守し、誠実かつ公正に事業を遂行
し、当組合が直接又は間接的に提供する金融取引・金融サービスを利用し又は利用し
ようとされるお客さまの正当な利益の確保およびその利便性の向上を図り、顧客保
護等の管理の適正性を確保するため顧客保護等管理体制、利益相反管理体制の構
築・推進を図って行きます。
■顧客保護等管理基本方針
①当組合は、法令等を遵守して誠実かつ公正に事業を遂行し、当組合が直接又は間
　接的に提供する金融取引・金融サービスを利用又は利用しようとされるお客さま
　の正当な利益の確保およびその利便性の向上を図り、以ってお客さまからの信頼
　を確保するために継続的に取組みます。
②当組合は、法令等を遵守して、お客さまへの説明を要するすべてのお取引につい
　て、お客さまとのこれまでのお取引の経緯やお客さまの知識、経験、財産の状況等
　に応じた適切かつ十分な商品説明と情報提供を行います。
③当組合は、お客さまからの当組合とのお取引に関するご相談、苦情等について、迅
　速かつ誠実に対応し、お客さまの正当な利益を公正に確保するとともに、お客さま
　のご要望に沿えない場合は、その理由等について具体的かつ丁寧に説明し、お客
　さまのご理解が得られるよう努めます。
④当組合は、お客さまの情報を適法かつ適切な手段で取得し、正当な理由なく、当組
　合がお客さまにお示しした利用目的の範囲を超えた取扱いや外部への提供を行
　いません。
⑤当組合は、お客さまの情報の正確性の維持に努め、お客さまの情報への不正アク
　セスや情報の流失等の防止のため、適切かつ十分な安全保護措置を講じます。
⑥当組合は、その業務を第三者に外部委託する場合において、お客さまの情報及び
　お客さまへの対応が適切に行われるように外部委託先を管理します。

反社会的勢力に対する基本方針
　当組合は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社
会的勢力との関係を遮断するため、以下のとおり基本方針を定め、これを遵守します。
①組織としての対応
　当組合は、反社会的勢力による不当要求に対し、対応する職員の安全を確保しつつ
　組織全体として対応し、迅速な問題の解決に努めます。
②外部専門機関との連携
　当組合は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進
　センター、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
③取引の未然防止を含めた一切の関係の遮断
　当組合は、信用組合の社会的責任を強く意識し、その責任を組織全体で果たすた
　め、反社会的勢力との取引の未然防止を含めた一切の関係を遮断し、反社会的勢
　力からの不当要求には応じません。
④有事における民事と刑事の法的対応
　当組合は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的
　対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。
⑤資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与の禁止
　当組合は、いかなる理由があっても、反社会的勢力に対して事案を隠ぺいするため
　の資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与は行いません。

（1）報酬体系の概要
　 【基本報酬及び賞与】
　  非常勤を含む全役員の基本報酬につきましては、総代会において、理事全員及び
　　監事全員それぞれの支払総額の最高限度額を決定しております。
　　そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を、当組合の
　　理事会において決定しております。 また、各監事の基本報酬額及びにつきまして
　　は、監事の協議により決定しております。
　 【退職慰労金】
　  退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退任時に総代会
　　で承認を得た後、支払っております。
（2）役員に対する報酬

　  注１．上記は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第１５条別紙様式第
　　　　４号「付属明細書」における役員に対する報酬です。
　　  ２．対象役員に該当する理事は７名、監事は３名です。
（3）その他
　  　「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第６９条第１項６号等の規定に
　  基づき、報酬等に関する事項であって、信用協同組合等の業務の運営又は 財産の
　  状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」
　  （平成２４年３月２９日付金融庁告示第２３号）第３条第１項第３号及び第５号に該当
　  する事項はありません。
■対象職員等
　当組合における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当組合の非常勤役
員、当組合の職員であって、対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受け
る者のうち、当組合の業務及び財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。
なお、令和3年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。
　  注１． 対象職員等には、期中に退任、退職した者も含めております。
　　  2．「同等額」は、令和3年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としております。
　    3．当組合の職員の給与、賞与及び退職金は当組合における「給与規程」、「賞与
　　　　金規定」及び「退職金規程」に基づき支払っております。
　　　　なお、当組合は、非営利・相互扶助の協同組合組織の金融機関であり、業績
　　　　連動型の報酬体系を取り入れた自社の利益を上げることや株価を上げるこ
　　　　とに動機づけされた報酬となっていないため、職員が過度なリスクテイクを
　　　　引き起こす報酬体系はありません。

報酬体系について
■対象役員
　当組合における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常勤理事及び常勤監事
をいいます。対象役員に対する報酬等は、職務執行の対価として支払う「基本報酬」及
び、在任期間中の職務執行及び特別功労の対価として退任時に支払う「退職慰労金」
で構成されております。

区　　分 当期中の報酬支払総額
理 事
監 事
合 計

31
6
38

35
8
43

総代会で定められた報酬限度額
（単位：百万円）

苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
■苦情処理措置
　ご契約内容や商品に関する苦情等は、お取引のある店舗または下記の「業務部お
　客さま相談室」をご利用ください。
　 　【窓　　口 ： 三條信用組合業務部お客さま相談室】
　  　電話番号 ： 0256－35－7311
     　受付時間 ： 午前9時～午後5時(土日・祝日および金融機関の休日を除く)
     また、苦情等のお申し出は当信用組合のほか、下記の「しんくみ相談所」でも受け
　付けています。詳しくは、当組合「業務部お客さま相談室」へご相談ください。相談
　所は、公平・中立な立場でお申し出を伺い、お申し出のお客さまの了解を得たうえ、
　当該の信用組合に対し迅速な解決を要請します。
　 　【窓　　口 ： 一般社団法人全国信用組合中央協会　しんくみ相談所】
　  　電話番号 ： 03－3567－2456
     　受付時間 ： 午前9時～午後5時(祝日および協会の休日を除く)
     また、保険に関するお問い合わせは、お取引のある店舗または下記の「生命保険
　相談所」等もご利用ください。
　 　【一般社団法人生命保険協会　生命保険相談所】
　  　電話番号 ： 03－3286－2648
　 　【一般社団法人日本損害保険協会　そんぽADRセンター】
　  　電話番号 ： 0570－022808
■紛争解決措置
　新潟県弁護士会示談あっせんセンター、及び東京弁護士会、第一東京弁護士会、第
　二東京弁護士会が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能で
　すので、当組合「業務部お客さま相談室」、及び「一般社団法人全国信用組合中央協
　会しんくみ相談所」、「新潟県信用組合協会」へお申し出ください。
　 　【新潟県弁護士会示談あっせんセンター】
　  　電話番号 ： 025－222－5533
　  　受付時間 ： 午前9時～午後5時（平日）
　 　【東京弁護士会紛争解決センター】
　  　電話番号 ： 03－3581－0031
　  　受付時間 ： 午前9時30分～午前12時、午後１時～午後3時
　　　　　　　 （土日・祝日および年末年始は除く）
　 　【第一東京弁護士会仲裁センター】
　  　電話番号 ： 03－3595－8588
　  　受付時間 ： 午前10時～午前12時、午後１時～午後4時
　　　　　　　 （土日・祝日および年末年始は除く）
　 　【第二東京弁護士会仲裁センター】
　  　電話番号 ： 03－3581－2249
　  　受付時間 ： 午前9時30分～午前12時、午後１時～午後5時
　　　　　　　 （土日・祝日および年末年始は除く）
　　＊なお、前記東京・第一東京・第二東京弁護士会の各仲裁センターは東京都以外
　　　の各地のお客さまもご利用いただけます。  
　 　【新潟県信用組合協会】
　  　電話番号 ： 025－247－7433
　  　受付時間 ： 午前9時～午後6時（平日）



13

経営内容
リスク管理体制

・ 自己資本調達手段の概要　　　　　　　・ 自己資本の充実度に関する評価方法の概要
・ 信用リスクに関する事項
・ 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要
・ 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針
　及び手続の概要…該当事項なし
・ 証券化エクスポージャーに関する事項　　・ オペレーショナル・リスクに関する事項
・ 協同組合による金融事業に関する法律施行令（昭和五十七年政令第四十四号）第三条
　第五項第三号に規定する出資その他これに類するエクスポージャー又は株式等エクス
　ポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要
・ 金利リスクに関する事項

- 定 性 的 事 項  -

■信用リスクに関する事項

■証券化エクスポージャーに関する事項

■自己資本調達手段の概要

■自己資本の充実度に関する評価方法の概要

発行主体
資本調達手段の種類
コア資本に係る基礎項目の額に算入された額
償還期限
一定の事由が生じた場合に償還等を可能とする
特約がある場合は、その概要

三條信用組合
普通出資
７１２百万円

―

―

　令和３年度の自己資本比率につきまして、自己資本額は一般貸倒引当金
の減少に伴い、前期比１３百万円減少。リスクアセット等計も貸出金及び有
価証券残高の減少から、前期比１５２百万円減少した結果、自己資本比率は
前期を０．０２ポイント下回る、７．２９％となりました。当組合は国内基準の
４％を上回っており、経営の健全性、安全性を保っておりますが、決して十
分とは考えず、今後はより一層自己資本額の充実を目指してまいります。

リ ス ク の 説 明
及びリスク管理の方針 

管 理 体 制

評 価 ・ 計 測

信用リスクとは、取引先の倒産や財務状況の悪化等により、当組合が損失を受けるリスクをいいます。

当組合では、信用リスクを当組合が管理すべき最重要のリスクであると認識し、与信業務の基本的な理念や手続き等を明示した融資規定
に則り、広く役職員に理解と遵守を促すとともに、信用リスクを確実に認識する管理態勢を構築しています。
信用リスクの評価については、当組合では信用格付制度を導入し、信用組合業界で構築したＳＫＣ信用格付システムを用いて、信用リスクの
計量化を図っております。

●貸倒引当金の計算基準
　貸倒引当金は、「資産自己査定実施規程」、「資産簡易査定基準」及び「資産償却・引当基準」に基づき、自己査定における債務者区分毎に計算された貸倒実績率を基に算定す
　るとともに、その結果については会計監査人の監査を受けるなど、適正な計上に努めております。
●リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称
　内国法人（2社）　株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）　株式会社日本格付研究所（JCR）
　外国法人（２社）　ﾑｰﾃﾞｨｰｽﾞ.ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ.ｻｰﾋﾞｽ.ｲﾝｸ （Ｍｏｏｄｙ’ｓ）　　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ.ｱﾝﾄﾞ.ﾌﾟｱｰｽﾞ.ﾚｰﾃｨﾝｸﾞｽﾞ.ｻｰﾋﾞｼｽﾞ （Ｓ＆Ｐ）
●エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称
　有価証券以外の法人向けエクスポージャー（中小企業等向けエクスポージャーを除く）は殆どが無格付であることから１００％のリスク・ウェイトを適用しています。
●信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要
　信用リスク削減手法とは、組合が抱えている信用リスクを軽減化するための措置をいい、具体的には預金担保、保証などが該当します。当組合では、融資の取上げに際し、資
　金使途、返済原資、財務内容、事業環境、経営者の資質など、さまざまな角度から可否の判断をしており、担保や保証による保全措置は、あくまでも補完的な位置付けとして
　認識しております。ただ、与信審査の結果、担保又は保証が必要な場合には、お客さまへの十分な説明とご理解を頂いた上でご契約を頂く等、適切な取扱いに努めております。
●派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要
　該当事項なし

■オペレーショナル・リスクに関する事項
リ ス ク の 説 明
及びリスク管理の方針 

管 理 体 制

評 価 ・ 計 測

当組合では、オペレーショナルリスクを「内部プロセス・人・システムが不適切であることもしくは機能しないこと、または外生的事象が生起
することから当組合に生じる損失にかかるリスク」と定義しています。
当組合は、オペレーショナルリスクについて、事務リスク、システムリスク、法務リスク、人的リスク、有形資産リスク、規制・制度変更リスク、
風評リスクの各リスクを含む幅広いリスクと考え、管理体制や管理方法に関するリスク管理の基本方針を定めております。
リスク管理の評価は監査室の臨店検査で行い、リスクの計測は基礎的手法を採用しております。

●オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称
　当組合は基礎的手法を採用しております。

■金利リスクに関する事項
リ ス ク の 説 明
及びリスク管理の方針 

管 理 体 制

評 価 ・ 計 測

金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産価値の変動や、将来の収益性に対する影響をいい、金利変動により損失を被るリスク
と定義しています。
具体的には、常務会が金利リスク管理に関する重要事項を決定し、総務部が「リスク管理要領」に則り金利リスクのモニタリング・分析を行
い、定期的に常務会及び理事会に報告しております。
当組合は、信用組合業界で構築したＳＫＣ－ＡＬＭシステムを用いて金利リスクを計測し、常務会において評価を行っております。 

●内部管理上使用した金利リスクの算定手法の概要
　当組合は、信用組合業界で構築したＳＫＣ－ＡＬＭシステムを用いて、IRRBBにおける⊿EVEを四半期毎に計測しております。(⊿EVEにおけるコア預金の取り扱いは、流動性預
　金に占めるコア預金の割合が約50％、コア預金に割り当てられた金利改定の平均満期が2.5年です。また、内部モデルは使用しておりません。）
　内部管理上は100BPV、200BPVを月次で計測し、前記の⊿EVEと併せて管理しております。

■出資その他これに類するエクスポージャー又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要に関する事項
リ ス ク の 説 明
及びリスク管理の方針 
管 理 体 制
評 価 ・ 計 測

当組合が保有するものでは全信組連出資金、商工中金株式が該当します。その他、子会社・関連会社、ベンチャーファンドへの出資金などか
ら生ずる損失リスクをいいますが、当組合は保有しておりません。

全信組連出資金、商工中金株式は売却等を行う目的のものではないので、決算期毎の財務諸表によって管理・確認をしております。

該当事項なし

（注）1．金利リスクの算定手法の概要等は、「定性
的な開示事項」の項目に記載しております。

　　２．「金利リスクに関する事項」については、平
成31年金融庁告示第3号（平成31年2月
18日）による改正により、平成31年3月末
から金利リスクの定義と計測方法等が変
更になりました。また、令和２年３月から⊿
NIIを開示しております。

（注） 当組合の自己資本は、出資金、利益剰余金等により構成されております。

上 方 パ ラ レ ル シ フ ト
下 方 パ ラ レ ル シ フ ト
ス テ ィ ー プ 化
フ ラ ッ ト 化
短 期 金 利 上 昇
短 期 金 利 低 下
最 大 値

自 己 資 本 の 額

1
2
3
4
5
6
7

8

令和2年度
1,590
-

1,362
-
65
-

1,590
令和2年度
1,519

令和3年度
1,307
-

1,115
-
56
-

1,307
令和3年度
1,505

令和3年度
0
48
-
-
-
-
48

令和2年度
0
43
-
-
-
-
43

（単位：百万円）銀行勘定の金利リスク（IRRBB)
⊿EVE（経済価値の変動） ⊿NII（期間収益の変動）

項番
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経営内容
資 料 編

リスク管理体制

・ 自己資本の構成に関する開示事項…自己資本の充実の状況P.7をご参照ください　　　　　・ 自己資本の充実度に関する事項
・ 信用リスク（信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く。）に関する事項
・ 信用リスク削減手法に関する事項　　　　　　　　　・ 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項…該当事項なし
・ 証券化エクスポージャーに関する事項　　　　　　　・ 出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項
・ 信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額…該当事項なし
・ 金利リスクに関して信用協同組合等が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済価値の増減額…P.13をご参照ください 

- 定 量 的 事 項  -

イ.信用リスク・アセット、所要自己資本の
　　額合計
     ①標準的手法が適用されるポートフォリオ
　　　ごとのエクスポージャー 
　　　（ ⅰ ）ソブリン向け
　　　（ ⅱ）金融機関向け
　　　（ⅲ）法人等向け
　　　（ⅳ）中小企業等・個人向け
　　　（ⅴ）抵当権付住宅ローン
　　　（ⅵ）不動産取得等事業向け
　　　（ⅶ）三月以上延滞等
　　　（ⅷ）出資等
　　　     出資等のエクスポージャー
　　　     重要な出資のエクスポージャー
　　　（ⅸ）他の金融機関等の対象資本調達手段
　　　　　 のうち対象普通出資等及びその他外
　　　　　 部TLAC関連調達手段に該当するも
　　　　　 の以外のものに係るエクスポージャー
　　　（ⅹ）信用協同組合連合会の対象普通出
　　　　　資等であってコア資本に係る調整
　　　　　項目の額に算入されなかった部分
　　　　　に係るエクスポージャー
　　　（ⅺ）その他
　② 証券化エクスポージャー
　③ リスク・ウェイトのみなし計算が適用される
　　 エクスポージャー
　　　ルック・スルー方式
　　　マンデート方式
　　　蓋然性方式（250％）
　　　蓋然性方式（400％）
　　　フォールバック方式（1250％）
　④ 経過措置によりリスク・アセットの額に　
　　   算入されるものの額
　⑤ 他の金融機関等の対象資本調達手段に    
　　   係るエクスポージャーに係る経過措置に
　　　よりリスク・アセットの額に算入されなかっ
　　　たものの額
　⑥ CVAリスク相当額を8％で除して得た額 
　⑦ 中央清算機関関連エクスポージャー
ロ．オペレーショナル・リスク
ハ．単体総所要自己資本額（イ＋ロ）

令和2年度
リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額

令和3年度
■自己資本の充実度に関する事項 （単位：百万円）

19,586
 

19,586
 

411 
4,717
7,032
4,129
896
-
42
-
-
-

-

-

2,355
-

-
 
-
-
-
-
-

-

- 

-
-

1,051
20,638

783
 

783
 

16
188
281
165
35
-
1
-
-
-

-

-

94
-

-
 
-
-
-
-
-

-

-

-
-
42
825

19,748
 

19,748
 

499 
4,707
7,011
4,001
954
-

115
-
-
-

-

-

2,459
-

-
 
-
-
-
-
-

-

- 

-
-

1,042
20,790

789
 

789
 

19
188
280
160
38
-
4
-
-
-

-

-

98
-

-
 
-
-
-
-
-

-

-

-
-
41
831

（注）1．所要自己資本の額＝リスク・アセットの額×４％ 
　　2．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額です。
　　3．「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社、外国の中央政府以外の公共部門
　　　（当該国内においてソブリン扱いになっているもの）、国際開発銀行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州共同体、信用保証協会等のことです。
　　4．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3か月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「ソブリン向け」、「金融機関及び第一種金融商品取引業
　　　　者向け」、「法人等向け」においてリスク・ウェイトが150％になったエクスポージャーのことです。
　　5．「その他」とは、（i）～（ⅹ）に区分されないエクスポージャーです。具体的には現金、固定資産、その他の資産が含まれます。
　　6．オペレーショナル・リスクは、当組合は基礎的手法を採用しています。
　　7. 単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×4％

〈 オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法 〉
　　　粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×15％
　　　　直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数

÷８％
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経営内容
信用リスクに関する事項（証券化エクスポージャーを除く）    
■信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高（地域別・業種別・残存期間別）

■一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額   

（単位：百万円）

（注）1．「貸出金、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランス取引」とは、貸出金の期末残高の他、当座貸越等のコミットメントの与信相当額、デリバティブ取引を除くオフ・バランス取引の
　　　与信相当額の合計額です。
　　2．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3か月以上延滞している者に係るエクスポージャーのことです。
　　3．上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することが困難な投資信託等および業種区分や期間区分に分類することが困難なエクスポージャーです。具体的には現金、
　　　貸出金未収利息、固定資産などが含まれます。
　　4.CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
　　5．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

国 内
国 外
地 域 別 合 計
製 造 業
農 業
林 業
漁 業
鉱業、採石業、砂利採取業
建 設 業
電気、ガス、熱供給、水道業
情 報 通 信 業
運 輸 業 、 郵 便 業
卸 売 業 、 小 売 業
金 融 業 、 保 険 業
不 動 産 業
物 品 賃 貸 業
学術研究、専門･技術サービス業
宿 泊 業
飲 食 業
生活関連サービス業、娯楽業
教 育、学 習 支 援 業
医 療 、 福 祉
そ の 他 の サ ー ビ ス
そ の 他 の 産 業
国・地 方 公 共 団 体 等
個 人
そ の 他
業 種 別 合 計
１ 年 以 下
１ 年 超 ３ 年 以 下
３ 年 超 ５ 年 以 下
５ 年 超 ７ 年 以 下
７ 年 超 10 年 以 下
10　　　　　年　　　　　 超
期 間 の 定 め の な い も の
そ の 他
残 存 期 間 別 合 計

47,925 
3,825 

52,150 
5,053 
99 
-
-
-

2,869 
699 
203 
632 
2,286 
21,639 
2,082 

-
574 
314 
733 
222 
0 
50 
821 
336 
4,837 
6,851 
1,839 

52,150 
21,205 
5,926 
6,920 
4,093 
3,938 
8,227 
162 
1,678 

52,150 

48,503 
2,919 

52,421 
4,842 
87 
-
-
-

2,481 
299 
102 
590 
2,079 
22,877 
2,204 

-
662 
281 
721 
275 
-
47 
689 
2 

5,088 
6,757 
2,330 

52,421 
22,589 
7,753 
5,336 
3,535 
3,594 
7,284 
163 
2,169 

52,421 

20,751 
-

20,751 
2,844 
99 
-
-
-

2,468 
-
3 

331 
1,585 
21 

1,270 
-

574 
314 
733 
222 
0 
50 
721 
336 
2,322 
6,851 

-
20,751 
4,308 
4,327 
3,312 
2,578 
2,942 
3,282 

0 
-

20,751 

20,435 
-

20,435 
2,733 
87 
-
-
-

2,180 
-
2 

288 
1,577 
20 

1,392 
-

562 
281 
721 
275 
-
47 
689 
2 

2,814 
6,757 

-
20,435 
4,051 
4,352 
3,329 
2,620 
2,812 
3,268 

1 
-

20,435 

8,337 
3,825 

12,162 
2,209 

-
-
-
-

400 
699 
200 
301 
701 
4,221 
812 
-
-
-
-
-
-
-

100 
-

2,515 
-
-

12,162 
400 
1,598 
3,107 
1,515 
996 
4,544 

-
-

12,162 

7,798 
2,919 

10,718 
2,108 

-
-
-
-

300 
299 
100 
301 
501 
3,919 
812 
-

100 
-
-
-
-
-
-
-

2,273 
-
-

10,718 
300 
2,900 
2,006 
914 
781 
3,815 

-
-

10,718 

-
-
-
- 
-
-
-
-
-
-
-
-
- 
- 
- 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 
-
-
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-
-
-

-
-
-
- 
-
-
-
-
-
-
-
-
- 
- 
- 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 
-
-
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-
-
-

36
-

36
1 
-
-
-
-
2 
-
-
-
5 
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 
24 
- 

36 

64
-

64
0 
-
-
-
-
0 
-
-
-
11 
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
42 
-
-
8 
-

64 

エクスポージャー区分

債　　　券 デリバティブ取引
三月以上延滞
エクスポージャー

信用リスクエクスポージャー期末残高   

地域区分
業種区分
期間区分

貸出金、コミットメント
及びその他のデリバ
ティブ以外のオフ・
バランス取引 

令和2年度 令和3年度 令和2年度 令和3年度 令和2年度 令和3年度 令和2年度 令和3年度 令和2年度 令和3年度

当組合では、自己資本比率算定にあたり、投資損失引当金・偶発損失引当金を一般貸倒引当金あるいは個別貸倒引当金と同様のものとして取扱っておりますが、
Ｐ.１１の「一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額」及びP.16の「業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の額等」には当該引当金の金額
は含めておりません。
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経営内容
■業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の額等 （単位：百万円）

（注）1．当組合は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
      2. 業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

製 造 業
農 業 、 林 業
漁 業
鉱業、採石業、砂利採取業
建 設 業
電気、ガス、熱供給、水道業
情 報 通 信 業
運 輸 業 、 郵 便 業
卸 売 業 、 小 売 業
金 融 業 、 保 険 業
不 動 産 業
物 品 賃 貸 業
学術研究、専門･技術サービス業 
宿 泊 業
飲 食 業
生活関連サービス業、娯楽業
教 育、学 習 支 援 業
医 療 、 福 祉
そ の 他 の サ ー ビ ス
そ の 他 の 産 業
国・地 方 公 共 団 体 等
個 人
合 計

41
-
-
-
13 
-
-
-
96 
-
-
-
-
-
4 
-
-
-
34 
-
-
19 
210 

0%
10%
20%
35%
50%
75%
100%
150%
250%
1,250%
その他

-
-

999
-

4,424
-

600
-
-
-
-

8
-
-
-
6
-
-
-

119
-
0
-
0
-
4 
-
-
-
33 
-
-
14 
187

33 
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
0
-
-
5
45 

-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
0
-
0
-
-
-
-
-
0
-
-
0
5

8
-
-
-
6 
-
-
-

119
-
0 
-
0 
-
4
-
-
-
33 
-
-
14 
187 

9
-
-
-
1 
-
-
-

160 
-
0 
-
0 
-
4 
-
-
-
33 
-
-
14 
223

-
-
-
- 
-
-
-
-
-
-
-
-
- 
- 
- 
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
- 
-
-
-
-
-
-
-
-
- 
- 
- 
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
22
-
0 
-
0 
-
- 
-
-
-
-
-
-
-

22 

0
-
-
-
-
-
-
-
41
-
- 
-
- 
-
0
-
-
-
-
-
-
-

41

個別貸倒引当金 貸出金償却業　種　別 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
令和2年度 令和3年度 令和2年度 令和3年度 令和2年度 令和3年度 令和2年度 令和3年度 令和2年度 令和3年度

■リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等 （単位：百万円）

（注）1．格付は、適格格付機関が付与しているものに限ります。
　　2.エクスポージャーは、信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しています。
　　3．コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置による不算入分を除く）、ＣＶＡリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
　　4．「その他」とは、リスク・ウエイト区分が困難なエクスポージャーです。具体的には、個別貸倒引当金や投資信託等が含まれます。   

エクスポージャーの額
告示で定めるリスク・ウェイト区分（％） 

 
 

合　　　　　　　　計
 

令和2年度
格付適用無し格付適用有り 格付適用無し格付適用有り

令和3年度

6,024

4,866
4,420
21,169
2,726

-
5,788
6,962
50
140
-
-

46,126

-
-

799
-

3,625
-

500
-
-
-
-

4,924

5,143
4,028
22,481
2,562

-
5,950
7,288

-
41
-
-

47,497
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経営内容

国 際業務 証券業務

信用リスク削減手法に関する事項

該当事項はございません

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

該当事項はございません

証券化エクスポージャーに関する事項

（注） 貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。上記の出資等エクスポージャーの主な内訳は、全信組連出資金１61百万円、商工中金株式６３百万円であり、売却等を
　　 行う目的のものではなく、時価はありません。

区　　　分
 
 非 上 場 株 式 等
 
 

合　　　　　　　　計
 

令和2年度
時　　価貸借対照表計上額 時　　価貸借対照表計上額

令和3年度

227
227

ｰ
ｰ

ｰ
ｰ

227
227

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー 500 444 - - - -

■信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー （単位：百万円）

出資等エクスポージャーに関する事項
■貸借対照表計上額及び時価等

（注） 損益計算書における損益の額を記載しております。

売 却 益
売 却 損
償 　 却

令和2年度 令和3年度
0
-
-

-
-
-

（注） 貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額とは、その他
　　 有価証券の評価損益です。

評 価 損 益
令和2年度 令和3年度
152 39

（単位：百万円）

（単位：百万円） （単位：百万円）

（注）1．当組合は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。
　　2. 上記「保証」には、告示（平成18年金融庁告示第22号）第45条（信用保証協会、農業信用基金協会、漁業信用基金協会により保証されたエクスポージャー）、第46条（株式会社企業再生支援機
          構により保証されたエクスポージャー）を含みません。

ポートフォリオ
 
 

信用リスク削減手法
 
 

適格金融資産担保 保　　　証 クレジット・デリバティブ

令和3年度令和2年度 令和3年度令和2年度 令和3年度令和2年度

■オリジネーターの場合
   （信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する事項）

該当事項はございません 該当事項はございません

外国為替取扱高 公共債引受額

該当事項はございません

外貨建資産残高   公共債窓販実績   

該当事項はございません

■投資家の場合
   （信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する事項）

■出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額 ■貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額

該当事項はございません

■貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額  

（単位：百万円）

項　　　目 令和2年度
国 債・そ の 他 公 共 債 ｰ ｰ

令和3年度

（注） 地方債、政府保証債は取り扱っておりません。

ルック・スルー方式を適用するエクスポージャー
マンデート方式を適用するエクスポージャー
蓋然性方式（250％）を適用するエクスポージャー
蓋然性方式（400％）を適用するエクスポージャー
フォールバック方式（1250％）を適用するエクスポージャー

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

令和2年度 令和3年度
■リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項 （単位：百万円）



18

そ の 他業務
代理貸付残高の内訳    （単位：百万円）

区　　　  分 令和2年度末 令和3年度末
全国信用協同組合連合会
株式会社商工組合中央金庫
株式会社日本政策金融公庫
独立行政法人住宅金融支援機構 
独立行政法人 勤労者退職金共済機構
独立行政法人 福祉医療機構
そ の 他
合 計

-
-
1

163
-
2
-

167

-
-
1

154
-
1
-

157

区　　　  分
令和2年度末 令和3年度末

件 　 数 
33,996
50,126
724
54

他の金融機関向け
他の金融機関から
他の金融機関向け
他の金融機関から

送金・振込

代金取立

金 　 額 
14,977
20,115
801
42

件 　 数 
34,540
48,143
690
61

金 　 額 
15,773
19,024
956
70

当組合の子会社

地区一覧

財務諸表の適正性及び内部監査の有効性
　私は当組合の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの第70期の
事業年度における貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書（又は
損失金処理計算書）の適正性、及び同書類作成に係る内部監査の有効性を
確認いたしました。

法定監査の状況
　当信用組合は、協同組合による金融事業に関する法律第5条の8第3項に
規定する「特定信用組合」に該当しておりますので、「貸借対照表」「損益計算
書」「剰余金処分計算書」等につきましては、会計監査人である「熊木公認
会計士事務所」及び「伊藤伸介公認会計士事務所」の監査を受けており
ます。

三条市　　　　見附市　　　　燕市　　　　加茂市
長岡市（旧栃尾市及び旧南蒲原郡中之島町に属する地区）

令和4年6月24日
三條信用組合

理事長　佐藤　一正

内国為替取扱実績 （単位：百万円）

主要な事業の内容
A. 預金業務
　 （イ）預　金・定期積金
　　　 当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金、定期積
　　　 金、別段預金、納税準備預金等を取扱っております。
　 （ロ）譲渡性預金
　　　 取り扱っておりません。
B. 貸出業務
　 （イ）貸　付
　　　 手形貸付、証書貸付及び当座貸越を取扱っております。
　 （ロ）手形の割引
　　　 銀行引受手形、商業手形及び荷付為替手形の割引を取扱っ
　　　 ております。
C. 商品有価証券売買業務
　 取扱っておりません。
D. 有価証券投資業務
　 預金の支払準備及び資金運用のため国債、地方債、社債、株式、
　 その他の証券に投資しております。
E. 内国為替業務
　 送金為替、当座振込及び代金取立等を取扱っております。
F. 外国為替業務
　 取扱っておりません。
G. 社債受託及び登録業務
　 取扱っておりません。
H. 金融先物取引等の受託等業務
　 取扱っておりません。
 I . 附帯業務
　 （イ）債務の保証業務
　 （ロ）国債等の引受け及び引受国債等の募集の取扱業務
　 （ハ）代理業務
　　　 （a）全国信用協同組合連合会、㈱日本政策金融公庫、㈱商工
　　　      組合中央金庫等の代理貸付業務
　　　 （b）独立行政法人勤労者退職金共済機構等の代理店業務
　 （ニ）地方公共団体の公金取扱業務
　 （ホ）株式払込金の受入代理業務及び株式配当金の支払代理業務

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本 部

本 店

下田支店

中央支店

栄 支 店

南 支 店

北 支 店

今町支店

0256-35-7311

0256-34-2211

0256-46-2323

0256-32-3281

0256-45-3151

0256-35-2225

0256-35-4351

0258-66-6611

－

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

〒９５５-００４６ 新潟県三条市興野３-１１-１２

〒９５５-００４６ 新潟県三条市興野３-１１-１２

〒９５５-０１５１ 新潟県三条市荻掘８１９-１

〒９５５-００６５ 新潟県三条市旭町１-１-６

〒９５9-１１０４ 新潟県三条市東光寺３６７９

〒９５５-０８５１ 新潟県三条市西四日町４-１５-２９

〒９５５-００８３ 新潟県三条市荒町２-２３-２５

〒９５４-０１１１ 新潟県見附市今町５-３４-８

店 名 住　　　所 電　話 ATM

店舗一覧表（事務所の名称・所在地）（自動機器設置状況）（令和4年7月現在）

■店外CD・ATM店

該当事項はございません

該当事項はございません

■令和3年度末公庫・事業団等別貸出残高構成比

独立行政法人
住宅金融支援機構
97.9%

株式会社
日本政策金融公庫
0.9%

独立行政法人
福祉医療機構
1.2%
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手 数 料 一 覧 表（税込） （令和4年7月1日現在）

■ 振込手数料
振込区分 振込先金融機関

3 万円以上
組合員 組合員以外の方

3万円未満

440円220円220円

880円660円660円

550円330円330円

660円

220円
無　料

660円440円

550円330円330円

770円550円550円

110円110円110円

178円178円
660円

178円

330円
440円

110円110円

330円330円110円

220円無　料無　料

無　料無　料

当組合同一店内宛
当組合本支店宛
他 金 融 機 関 宛
当組合同一店内宛
当組合本支店宛
他 金 融 機 関 宛
当組合同一店内宛
当組合本支店宛
他 金 融 機 関 宛
当組合同一店内宛
当組合本支店宛
他 金 融 機 関 宛
当組合同一店内宛
当組合本支店宛
他 金 融 機 関 宛
当組合同一店内宛
当組合本支店宛
他 金 融 機 関 宛

窓 口 利 用

インターネットバンキング利用

定 額 自 動 送 金

振 込 の 組 戻 手 数 料

給 与 賞 与 振 込
（指定日の２営業日以内受付）

ATM
利用

キャッシュカード

現金・他金融機関
発 行 カ ー ド

■ 代金取立手数料

110円
220円
440円
440円
660円
880円
660円

同一手形交換所内
（※1、※2）

異なる手形交換所間

不渡手形返却、取立手形組戻手数料、取立手形店頭呈示手数料

振込先金融機関種　　　　類 金額

※1 三条市内店舗受入は新潟交換所、今町支店受入は長岡交換所となります。
※2 同一手形交換所内の代金取立手形、小切手等受入証券については当組合本支店が支払地
（場所）の場合には無料といたします。 
※3 三条市内店舗受入の支払地（場所）今町支店、今町支店受入の支払地（場所）三条市内店舗の
場合をいいます。
※4 「至急扱」とは、手形支払期日の７営業日以内に取扱店へ取立を依頼された場合をいいます。

取
立
手
数
料

代金取立手形、小切手等受入証券
割引手形、担保手形
当組合本支店宛 ※3 小切手等受入証券

普通扱
至急扱 ※4

新潟県内交換、東京交換の小切手
代金取立手形、
割引手形および
上記以外の小切手

他金融機関宛

■ 各種発行手数料

小切手帳
約束手形帳、為替手形帳
自己宛小切手
通帳、証書再発行
キャッシュカード、ローンカード等再発行（暗証番号相違、紛失、破損の場合のみ）

660円
880円
550円
1,100円
1,100円

種　　　　類 金額
1冊（50枚）
1冊（50枚）
1枚

1冊、1通
1枚

単位

■ 各種事務取扱手数料

夜間金庫月額基本使用料
口座振替取扱手数料

3,300円
55円

種　　　　類 金額
１契約

請求１件につき

単位

■ 証明書等発行手数料

残高証明書、利息証明書、入金証明、取引証明、その他下記以外
制定外書式による発行または１か月以前の証明日の発行
監査人（公認会計士等）からの規定外書式による発行
融資証明書
取引明細照会票等作成（直近１０年まで）
　　　同　　上　　　（１０年超のもの）
当座照合表（月末締切定例発行分と当月発行分は除く）

５５０円
６６０円
２,２００円
５,５００円
５５０円
１,１００円
５５０円

種　　　　類 金額
1通
1通
1通
1通
1通

１口座年単位
１通

単位

■ でんさいネット取扱手数料（書面代行）

発生記録請求
譲渡記録請求（でんさい割引を含む）
分割譲渡記録請求（同 上）
変更記録請求

支払等記録請求
開示請求
残高証明書定例発行
残高証明書都度発行

330円
2,860円
1,650円
3,960円

660円
330円
660円
1,760円

金額金額 取引種類取引種類

■ 硬貨受入手数料

１枚以上　　　５０0枚以内
501枚以上　　1,000枚以内
1,001枚以上　　2,000枚以内
2,001枚以上　 １，０００枚ごとに

無　料
550円
1,100円

１，１００円を加算

受 入 枚 数 金額 備考
※預金口座に分割して入金する場合や複
数口座に入金する場合は、合算して１取引
とさせていただきます。
※同一日に複数回預入いただく場合、合
算して１取引とさせていただきます。
※汚損硬貨・記念硬貨も枚数に含みます。

■ 両替手数料（金種を指定した払出しを含む）

１枚以上　　　  ５０枚以内
５１枚以上　　　３００枚以内
３０１枚以上　　　５００枚以内
５０１枚以上　　１，０００枚以内
１，００１枚以上　　２，０００枚以内
２，００１枚以上 　1,000枚ごとに

無　料
110円
220円
550円
1,100円

１，１００円を加算

両 替 枚 数 金額 備考
※両替枚数は、「お客さまのご持参枚数
合計」または「お客さまのご希望枚数合
計」の多い方といたします。
※金種を指定した払出しについては、お
取扱い枚数から１万円券を除いた枚数に
応じた手数料をいただきます。
※次の両替についても枚数に含みます。
　①汚損した現金  ②記念貨幣の交換  
　③同一金種での交換

■ 融資条件変更取扱手数料

証 書 貸 付 金利変更・返済方法変更・融資期間変更・返済日変更等
（変更契約書の締結または特約書徴求を伴うもの） 5,500円

内容融資の種類 金額

1件

単位

※商号変更、法人の代表者変更、相続の開始に伴う債務者・保証人の変更、また預金担保は対象外となります。

注）提携金融機関カードでのお預入れは、相互入金提携金融機関カードに限ります。

■ 不動産担保取扱手数料

44,000円
22,000円
33,000円
16,500円

内容事業・非事業の別 金額
1件
1件
1件
1件

単位

事業性融資

非事業性融資

新規・追加設定、譲渡
順位・極度変更、一部解除・差替え、債務者変更等
新規・追加設定、譲渡
順位・極度変更、一部解除・差替え、債務者変更等

■ 当組合ＡＴＭ利用手数料

平　日
土曜日

日曜日・祝休日

平　日

土曜日
　

日曜日・祝休日

平　日

土曜日
　

日曜日・祝休日

平　日

土曜日
　

日曜日・祝休日

平　日

土曜日
　

日曜日・祝休日

　８：４５ ～ １９：００
　９：００ ～ １７：００
　９：００ ～ １７：００
　８：４５ ～ １８：００
１８：００ ～ １９：００
　９：００ ～ １４：００
１４：００ ～ １７：００
　９：００ ～ １７：００
　８：４５ ～ １８：００
１８：００ ～ １９：００
　９：００ ～ １４：００
１４：００ ～ １７：００
　９：００ ～ １７：００
　８：４５ ～ １８：００
１８：００ ～ １９：００
　９：００ ～ １４：００
１４：００ ～ １７：００
　９：００ ～ １７：００
　８：４５ ～ １８：００
１８：００ ～ １９：００
　９：００ ～ １４：００
１４：００ ～ １７：００
　９：００ ～ １７：００

無　料
無　料
無　料
１１０円
２２０円
１１０円
２２０円
２２０円
１１０円
２２０円
１１０円
２２０円
２２０円
１１０円
２２０円
１１０円
２２０円
２２０円

無　料
無　料
無　料
無　料
２２０円
無　料
２２０円
２２０円
１１０円
２２０円
１１０円
２２０円
２２０円
１１０円
２２０円
１１０円
２２０円
２２０円

金　額
お引出し お預入れ

ご利用時間帯ご利用カード

当 組 合カード

「しんくみお得ねっと」
提携信組カード

提携金融機関カード

ゆうちょ銀行カード

銀行・信販系カード
キャッシング利用

各社制定
手数料に
よります

預入れの
お取扱いは
できません

■ 当組合カードをセブン銀行ＡＴＭで利用する場合の手数料

平　日
土曜日

日曜日・祝休日

　０：００ ～ ２４：００
　０：００ ～ ２４：００
　０：００ ～ ２４：００

１１０円
１１０円
１１０円

金　額ご利用時間帯お取引種類

お預入れ・お引出し
(残高照会は無料)

■ 当組合カードをゆうちょ銀行ＡＴＭで利用する場合の手数料

　８：４５ ～ １８：００
上記以外の時間帯
　９：００ ～ １４：００
上記以外の時間帯
　０：０５ ～ ２３：５５

１１０円
２２０円
１１０円
２２０円
２２０円

金　額ご利用時間帯お取引種類

お預入れ・お引出し
(残高照会は無料)

平　日

土曜日
　

日曜日・祝休日

■ 当組合カードをビューカードＡＴＭで利用する場合の手数料
　（＊JR東日本駅構内設置ATM）

　８：００ ～ １８：００
１８：００ ～ ２１：００
　９：００ ～ １４：００
１４：００ ～ １７：００
　９：００ ～ １７：００

１１０円
２２０円
１１０円
２２０円
２２０円

金　額ご利用時間帯お取引種類

お 引 出 し
(残高照会は無料)

平　日

土曜日
　

日曜日・祝休日
注）当組合カードはその他の提携金融機関等のＡＴＭでもご利用いただけます。その場合
のご利用可能時間、手数料は提携先金融機関等で異なります。尚、提携金融機関等で
のご利用は個人の方に限ります。
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地域貢献（信用組合の社会的責任（CSR）に関する事項等）
地域に貢献する信用組合の経営姿勢
　当組合は、三条市、見附市、燕市、加茂市、長岡市（旧栃尾市及び旧南蒲原郡中之島町に属する地区）を営業地区とし、地元の中小事業者や住
民が組合員となって、お互いに助け合い発展していくという相互扶助の理念に基づき運営されている協同組織金融機関です。
　「当組合は変革を恐れず、真に地域に必要とされる金融機関を目指す」をスローガンに、金融機関本来の姿である預貸金の拡大を目指す
ことの重要性を再認識して業務に取組んでまいります。
　我々金融機関職員は、社会規範を全うし良識ある組織体制を堅持するとともに、法令等を遵守して社会的責任と公共的使命を果たして
いきます。その基本は、「正確な事務」を遂行することであり、コンプライアンスが原点である事を強く認識して取組んでまいります。

預金を通じた地域貢献

融資を通じた地域貢献

取引先への支援状況等

　当組合は中小企業、勤労者等の専門の協同組織金融機関で、地域でお
預かりした資金を地域発展のために融資しております。地区別預金状況は
右記のとおりであります。また、お客さまの大切な財産運用において、安全
確実にご利用いただけるように各種商品を取り揃えております。

　当組合では、リレーションシップバンキングの企業再生支援の一環として、法人格付を活用した中小企業再生支援システムのサービスを行って
おります。

●現状把握／評価分析
　決算書３期分を提出いただいていれば
　作成可能で、問題点の洗い出し、キャッ
　シュフロー分析、借入れ・返済の分析等
　ができます。

●中長期経営計画
　企業再生、収益改善、設備投資のシミュ
　レーションが可能で、売上計画、経費削
　減計画、資金調達・返済計画、設備投資
　計画等を作成します。

●月次経営計画
　当組合では、「しんくみネット」による
　お客さまの生活設計のアドバイスや、ビ
　ジネス・マッチングなどの諸情報をご提
　供しております。

地　　　  区 預金積金残高 構 成 比
三 条 市
見 附 市
そ の 他
合 計

42,539 
5,082 
2,016 

49,638 

85.7%
10.2%
4.1%

100.0%

■地区別預金状況（令和4年３月末） （単位：百万円、％）

地　　　  区 貸 付 残 高 構 成 比
三 条 市
見 附 市
そ の 他
合 計

16,101 
3,018 
1,378 

20,498 

78.6%
14.7%
6.7%

100.0%

■地区別貸出状況（令和4年３月末） （単位：百万円、％）

区　　　  分 件 　 数 構 成 比
消 費 者 ロ ー ン
住 宅 ロ ー ン
合 計

1,565 

585 

2,150 

貸 出 残 高
2,324 

5,000 

7,324 

31.7%

68.3%

100.0%

■消費者ローン、住宅ローン取扱状況（令和4年３月末） （単位：百万円、％）

　家計の健全化を後押しし、地域社会の安定を図ることを目的として、
他行フリーローンやカードローン、クレジット等を一本化し家計収支の
改善を図っております。お客さまには家計収支の現状をしっかり認識し
て頂いて、お客さまと職員がご本人の家計の将来像を共有したなか
で、具体的に家計収支の改善の提案をし、一本化後も家庭の良き相談
者となれるようにお客さまを定期的に訪問し、家計収支の状況をお聴
きし課題解決にあたっております。

■家計改善
　金融再生法開示債権に基づく不良債権比率は8.30％となり、上昇
いたしました。長引く新型コロナウイルス感染症に加え、昨今の国際
情勢の変化に伴う原材料、エネルギー価格の上昇が、お客さまの経営
内容に影響を及ぼしたためであり、回復までに相当の期間を要するも
の思われますが、再建に向けて最大限の助力してまいります。

■不良債権比率について

< 不良債権比率の推移 >

0

（単位：％）

2 4 6 8 9

6.00％

6.54％

6.98％

令和
 元年度

令和
 2年度

平成
30年度

< 先数、残高の推移 >

100

令和
  2年3月

令和
  3年3月

平成
31年3月

（単位：百万円）

500 750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000

267先：1,347百万円

324先：1,596百万円

345先：1,665百万円

8.30％
令和
 3年度

令和
  4年3月 375先：1,819百万円
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文化的・社会的貢献に関する活動
●地域の安心、安全に貢献するため、三条市と高齢者等の見守り活動を目的とした「地域の見守り活動
に関する協定」を結び、当組合役職員全員が「三條しんくみ」サポート隊として活動しております。 
●北支店（三条市荒町）は、三条サッカースポーツ少年団、三条サッカースポーツ少年団父母会が主催する「第
２5回  三條しんくみふれあい杯争奪　ジュニアサッカー大会」（小学生４年生以下）を後援しております。
　☆令和3年10月2日から10月3日まで、「三条市月岡総合運動公園多目的広場」で開催。１８チーム（２４4
名）が参加。
●下田支店（三条市荻堀）は、下田ゲートボール連盟が主管する三條信用組合下田支店長杯ゲート
ボール大会に協賛しております。令和3年度につきましては新型コロナウイルス感染症の影響により
開催中止となりました

地域貢献

■顧客の組織化とその活動状況
　 ＊「信栄会」は、当組合と親密にお取引頂いている事業者の集まり
　で、令和4年３月末現在の会員数は468名、会員相互の一層の懇
　親を深めるとともに現在の政治経済を取り巻く諸問題や課題等
　について勉強し、知見を深め、自身の事業発展に役立つことを目
　的に、講演会の開催等を行っております。

　 ＊「むつみ会」は、女性だけで構成している会で、会員相互の親睦を
　図るために、新年会等の催し会などを行っております。

　 ＊「年金友の会」は、当組合で年金を受給している方の親睦を図るた
　めに設立され、現在の会員数は4,052名、活動としては近隣の温
　泉施設を利用した親睦会などを行っております。また、誕生日には
　QUOカード（５００円分）のプレゼントを行っております。

　 ＊「しんくみ２１クラブ」は、当組合とお取引頂いている若手経営者の
　集まりで、令和4年3月末現在の会員数は157名、研修活動を主た
　る目的として年２回の勉強会を行っております。また、各店舗にお
　いて、独自の勉強会を開催しております。

■情報提供活動
　当組合はインターネットのホームページで情報開示しております。
　アドレスは、ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｓａｎｊｙｏｕ.ｓｈｉｎｋｕｍｉ.ｃｏ.ｊｐ/です。

地域・業域・職域サービスの充実
●毎年、役職員で参加しておりました三条夏祭り「市民民謡踊り流し」
は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となりました。

地域行事への参加

地域密着型金融の取組み状況（令和3年4月～令和4年3月）
取組みの動機（経緯） 取組みの概要 取組みの成果（効果） 取組みに対する評価と今後の課題項目

Ⅰ． 中小企業の経営支援をはじめとした積極的な金融仲介機能の発揮

Ⅱ．顧客保護と利用者利便の向上

Ⅲ．健全な消費者金融市場の形成に向けた取組み
　 消費者ローンの積極的な推進と顧客ニーズに合った消費者ローンの提供

Ⅳ．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献
　 ★次世代を組織化した「しんくみ21クラブ」（異業種交流）の活動

・ 新型コロナウイルス感染症の終息が見えず、依然
として売上の大幅な減少が続いているお取引先
（飲食店等）もある。

・ 資金繰りの緩和と事業所の再生を目的として
キャッシュフロー以上の返済があるお客さまに対
し、返済金の軽減を図るため、債務の一本化を推
進している。

・ 定期的なモニタリングを実施し、売上げ確保の手
段やコロナ後の営業方法について協議してい
る。場合により、中小企業再生支援協議会の助
力を仰ぎ、また専門家からアドバイスを受けて実
効性のある施策を検討している。

・ 左記の一本化したお取引先等を含め、数十社の
お取引先に対し、定期的にモニタリングを実施し
た。また、資金ニーズがある場合には積極的に対
応し、支援している。

・ 新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中
で、創意・工夫は見られるものの、売上げ確保のた
めの即効性のある手段は見いだせない状況であ
る。

・ 新型コロナウイルス感染症対策支援と同様に、適
時中小企業再生支援協議会や専門家の派遣を要
請し、違った視点からアドバイスを頂いて、課題解
決に向けて実効性のあるモニタリングを目指して
いる。

・ お取引先の中では、今まで待ちの姿勢であった
が、積極的な営業を行う等の取組み姿勢の変化も
見られる。今後の経営に大いに期待できる。

・ しっかりと課題を共有できたことで、当組合との
関係もより深まったが、当組合の改善支援のため
のノウハウが不足している。今後の課題である。

・ 経営者保証に対する対応を行っている。　　　

・ 苦情・相談についての積極的な取組みを実施して
いる。

・ 経営者保証に依存しない融資取引の促進を図る
ため、「経営者保証に関するガイドライン」に基づ
き誠実に対応している。

・ 苦情・相談の取組みは、各営業店とコンプライア
ンス統括部署が協力し原因分析と再発防止に努
めている。

・ お客さま保護及び利便性が向上し、お客さまが安
心して取引できる態勢になったと判断している。

・ 懸念される苦情等はなかった。

・ お客さま保護、利便性の向上は常にお客さまの
立場になって取組んでいく必要があると考えて
いる。今後とも時代に適合した対策を検討し実
行していく。また、取組方針等については、適時、
勉強会等を通じ周知している。

 ・ お取引先の後継者の育成と異業種交流のためビ
ジネスマッチングの場を提供することを目的とした。

 ・ 経済や法律等の勉強会を行い、会員が知識習得
する機会を提供する。

　新型コロナウイルス感染症の拡大により、勉強
会、交流会は全て中止した。現在会員数は157名
です。

 ・ 多重債務を解決し、家計の再建をすることで、安
定した豊かな地域社会の構築に寄与することを
目的とした。

・ 営業活動を通じ、クレジットやローンを多数借入
し、家計を圧迫しているお客さまに債務の一本化
を進めている。

・ 相談件数も増加し、累計の実行実績も375先と
なった。また、お取引先との定期的なヒアリングに
より、債務の一本化後の家計収支の確かな改善を
目指している。

・ 顧客ニーズに合致し、家計の健全化に貢献できた
と思われる。

・ 債務一本化後も継続訪問を実施して行くが、家計
再建に対しお取引先が強い意志を持ち続けるこ
とが重要である。

トピックス
令和元年  7月 5 日 ・・・

令和元年  7月24日 ・・・

令和元年  9月 3 日 ・・・
令和元年11月25日 ・・・

令和2年  2月 5 日 ・・・

「下田支店開設５０周年を祝う会」を
信栄会下田支部主催で開催
信栄会夏季特別講演会を開催。
　「岐路に立つ日本」
　ニューヨーク州弁護士　元財務官僚　山口 真由 氏
創立記念日感謝デーとして来店客に玉子をプレゼント。
しんくみ２１クラブ講演会を開催。
　「次世代を見据えた組織作りに必要なこと」
　（株）大谷　代表取締役社長　大谷 尚子 氏
しんくみ２１クラブ講演会を開催。
　「商工会議所の活用方法」
　経理・企画課課長：富澤課長
　経営支援課課長：鳥部課長

　令和3年度におきましては新型コロナウイルス感染症拡大の状況を
踏まえ、信栄会及びしんくみ２１クラブ講演会の開催を中止いたしました。

ジュニアサッカー大会
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中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組み状況

「経営者保証に関するガイドライン」への対応

中小企業の経営支援に関する取組み方針
  当組合は、個々のお客さまの経営課題について問題点を共有し、継続的なモニタリングを行うことで、コンサルティング機能を十分発揮し、それ
ぞれの経営課題の解決策をお客さまとともに検討しその解決を図るとともに、資金要請等についても将来に渡って支援してまいります。

　当組合では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨や内容を十分に踏まえ、お客さまからお借り入れや保証債務整理の相談を受けた際に
真摯に対応する態勢を整備しています。経営者保証の必要性については、お客さまとの丁寧な対話により、法人と経営者の関係性や財務状況等の
状況を把握し、同ガイドラインの記載内容を踏まえて十分に検討するなど、適切な対応に努めています。また、どのような改善を図れば経営者保証
の解除の可能性が高まるかなどを具体的に説明し、経営改善支援を行っています。

中小企業の経営支援に関する態勢整備の状況
　お客さまへの定例訪問により、将来の展望や事業経営の課題を共有して、その実現のための資金の提供や課題解決の手段を協議しています。
キャッシュフローの不足時は貸出金の条件変更にも柔軟に対応しています。また、違った目線からのアドバイスも重要であり、中小企業再生支援協
議会、ミラサポによる専門家派遣を積極的に紹介しています。場合により、他金融機関（主に政府系金融機関）や保証協会とも連携しており、経営
支援に向けて十分な態勢を整えております。

中小企業の経営支援に関する取組状況
　お取引先に対しては、継続的なモニタリングを実施して、金融面、財務面や経営改善計画の策定等のアドバイスを行っています。また、ビジネス
マッチングとして、仕事や従業員の紹介、廃業予定先の不動産、動産の紹介を行って、事業所の様々なニーズや課題に応えています。
　各種補助金や支援金について、受給方法等についてアドバイスし速やかに申請できるよう助力しています。

経営改善支援等の取組み実績   

727 30 23 25 4.13 0.00 83.330

（単位：先数、％）

（注） 1. 本表の「債務者数」、「先数」は、正常先を除く計数です。
       2. 期初債務者数は令和3年4月当初の債務者数です。
       3. 債務者数、経営改善支援取組み先数は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先は含んでおりません。
       4. 「α（アルファ）のうち期末に債務者区分がランクアップした先数β（ベータ）」は、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先です。
　　　　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαには含みますがβには含んでおりません。
       5. 「αのうち期末に債務者区分が変化しなかった先γ（ガンマ）」は、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先です。
       6. 「αのうち再生計画を策定した先数δ（デルタ）」は、αのうち中小企業再生支援協議会の再生計画策定先、ＲＣＣの支援決定先、当組合独自の再生計画策定先の合計先数です。
       7. 期中に新たに取引を開始した取引先は、本表に含みません。

期初債務者数（Ａ）
 
 

うち経営改善支援取組み先（α）
αのうち期末に債務者
区分がランクアップ
した先数（β）

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった
先（γ）

αのうち再生計画を
策定した先数（δ）

●創業・新規事業開拓の支援
　営業担当が訪問活動により様々な情報の提供や経営に関するアドバイスを行っている他、国・県・市による補助金の周知、創業支援融資や
設備投資の有利な融資制度の紹介等、適切な提案を行っています。三条市主催の創業を目的とした「創業塾pontekia」に積極的に参加し、
創業への助力を行っています。

●成長段階における支援
　計画的な訪問活動により、情報提供、経営に関するアドバイス、財務諸表に関する知識向上の支援を行っている他、組合員向けインターネット
サイト「しんくみネット.com」へのご加入により、自社製品の紹介やビジネスマッチングの機会を提供しています。

経営改善
支援取組み率

（α／Ａ）

ランクアップ率

（β／α）

再生計画
策定率

（δ／α）

●経営改善・事業再生・業種転換等の支援
　お客さまとともに経営改善計画書を策定し、定例訪問により計画の進捗状況をモニタリング等でお聞きし、新たな改善策の提案等を行って
います。適時、中小企業再生支援協議会や専門家を紹介し経営改善計画書の策定助力や進捗状況の確認を行い、より実効性のある支援を
行っています。

225件
53.96%

3件

０件

新規に無保証で融資した件数
新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合
保証契約を解除した件数
経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理の成立件数
（当組合をメイン金融機関として実施したものに限る）

令和2年度 令和3年度
49件

38.89%
14件

０件

■「経営者保証に関するガイドライン」の取り組み状況
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土曜
日曜
祝日

土曜
日曜・祝日

当組合本支店でのご利用

提携信用組合でのご利用
（しんくみお得ねっと）※① お預入れ／お引出し  220円

提携先金融機関
（銀行・信用金庫等）でのご利用※②

お預入れ／お引出し
110円

お預入れ／お引出し
110円

0:00 9:00 14:00 17:00 24:00

お預入れ  無料
お引出し  無料

お預入れ  110円
お引出し  無料

土曜
日曜
祝日

セブン銀行
（セブン-イレブン等）でのご利用※③

土曜
日曜
祝日

★当組合本支店以外でのカードのご利用は「個人」のお客さまだけの取扱いとなります。

平  日

当組合本支店でのご利用

提携信用組合でのご利用
（しんくみお得ねっと）※①

お預入れ
お引出し
110円

お預入れ
お引出し
220円

お預入れ／お引出し
110円

★当組合本支店以外でのカードのご利用は「個人」のお客さまだけの取扱いとなります。

提携先金融機関
（銀行・信用金庫等）でのご利用※②

お預入れ／お引出し
110円

セブン銀行
（セブン-イレブン等）でのご利用※③

0:00 8:00 8:45 18:00 19:00 21:00 24:00

お預入れ  無料
お引出し  無料

お預入れ 110円
お引出し  無料

中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組み状況
地域の活性化に関する取組状況

　「しんくみ２１クラブ」（若手経営者の集まり、令和4年３月末現在の会員数157名）は、各店で定期的に勉強会を開催しており、お取引先企業の
後継者の育成と異業種交流を通して、未来の地域経済への貢献活動を行っています。

重要な業務提携の概況
・ 当組合を含む新潟県内11信用組合は、地域貢献・地域活性化に関すること、取引先の利用促進・販路拡大等に関すること、商品開発に関すること、大
規模災害時における相互支援に関すること等について相互の連携協力を行うにあたり、平成２８年６月２９日に包括的連携協定を締結しました。

・ 平成２８年８月２６日に、当組合、協栄信用組合、新潟大栄信用組合の県央３信組は、事業承継に係る相互の連携協力を行うにあたり連携協定を締結し、
「しんくみ事業承継支援協議会」を設置すると共に、円滑な事業承継に向けて市、商工会議所、商工会他の協力を得て、地元関係機関の連携を強化す
る目的で「燕三条地区事業承継支援ネットワーク」を発足させました。

・ 当組合と第一勧業信用組合は、東京を拠点とした取引先の販路拡大とビジネスマッチングを行うことを目的に、平成２９年１２月１９日に連携協定を締
結しました。

・ 当組合と下田商工会は、事業先への支援を通じ、下田地域の発展と活性化を図ることを目的に、平成３０年８月３０日に連携協定を締結しました。
・ 当組合と三条市は、多様な分野で相互に協力し、双方の資源を有効に活用した取組を推進することにより、地域社会の持続的な発展など、地域の活
性化に資することを目的に、令和３年１０月１３日に包括連携に関する協定を締結しました。

当組合のカードご利用手数料のご案内

当組合のカードで当組合の ATMをご利用の場合、曜日、時間帯に関係なく手数料はかかりません。

（令和4年7月1日現在）

※① 「しんくみお得ねっと」は、全国の信用組合同士のＡＴＭ手数料無料化提携です。令和２年１２月１日現在で全国「１０６」の信用組合が参加しています。なお、新潟県
内では「１０」の信用組合全てが参加しています。どうぞ、ご利用ください。

※② 当組合と提携している全国の金融機関、ゆうちょ銀行でもご利用いただけます。ただし、提携先所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、利用可能時間帯は提携
先により異なる場合があります。また、お預入れは相互入金業務の提携先でのみ取扱います。

※③ セブン銀行でのご利用は２４時間可能です。（ＡＴＭ設置店が２４時間営業の場合）

◎カード・通帳等の紛失、盗難時のご連絡先

平日8時45分から17時30分まではお取引店へ、その他の時間帯と休日は、０４７－４９８－０１５１
（しんくみＡＴＭセンター）へ。
ご連絡があり次第、お支払い停止の手続きをいたします。（２４時間体制で受け付けます）

《おことわり》 
法人、団体等のお客様は当組合本支店でのみ
ご利用ください。提携金融機関等ではご利用
いただけません。
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